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第第第第 １１１１     は じ め には じ め には じ め には じ め に     
 

本 市 に お い て は 、平 成 16 年 に 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 に 関 し 基 本 的

な 事 項 を 定 め た 「 八 尾 市 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 等 に

関 す る 条 例 」（ 以 下 「 条 例 」 と い う 。） を 制 定 す る と と も に 、「 指 定 管

理 者 制 度 庁 内 連 絡 調 整 会 議 」 を 設 置 し 、 本 制 度 の 円 滑 な 導 入 に つ き

検 討 を 行 い 、 制 度 の 運 用 に 際 し て 必 要 と な る 基 本 的 な 事 項 に つ き 、

本 基 本 指 針 の 策 定 を 行 っ た 。  

そ の 後 、 条 例 の 経 過 措 置 を 適 用 し て 、 こ れ ま で の 受 託 団 体 を 指 定

管 理 者 と し て 指 定（ 平 成 18 年 ４ 月 か ら 平 成 21 年 ３ 月 ま で の ３ 年 間 ）

し て い た 施 設 に つ い て 、 条 例 本 則 に 定 め る 原 則 公 募 に 向 け た 対 応 の

検 討 を 行 い 、平 成 20 年 度 に は 、当 該 施 設 の う ち 、ほ と ん ど の 施 設 に

お い て 、 指 定 管 理 者 の 公 募 を 実 施 し た と こ ろ で あ る 。  

こ の 間 、 基 本 指 針 に つ い て は 、 適 宜 見 直 し を 行 い な が ら 改 正 を 重

ね て き た と こ ろ で あ る が 、 こ れ ま で の 状 況 及 び 新 た に 生 じ た 課 題 等

を ふ ま え 、 本 市 に お け る 公 の 施 設 へ の 指 定 管 理 者 制 度 の 適 用 に あ た

っ て の 基 本 的 な 考 え 方 に つ い て 、 あ ら た め て 基 本 指 針 を 改 正 し て 示

す も の で あ る 。  

各 施 設 の 所 管 課 に お い て は 、 こ の 改 正 し た 基 本 指 針 に 従 っ て 、 指

定 管 理 者 制 度 に お け る 透 明 性 、 公 平 性 の 向 上 に 取 り 組 む ほ か 、 民 間

の 能 力 を 活 用 し 、 住 民 サ ー ビ ス の 向 上 と 経 費 節 減 を 図 る と い う 、 制

度 導 入 の 趣 旨 が 十 分 活 か さ れ る よ う 、 よ り 適 切 な 制 度 運 用 に 努 め る

こ と と す る 。  

な お 、 本 基 本 指 針 に つ い て は 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 等 を 勘 案 し 、

適 宜 見 直 し を 行 う こ と と す る 。  

 



 

 ２ 

    

第第第第 ２２２２     基 本 的基 本 的基 本 的基 本 的 事 項事 項事 項事 項     

    

１１１１ ．．．． 公公公公 のののの 施 設施 設施 設施 設 のののの 管 理管 理管 理管 理 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

多 様 化 す る 住 民 ニ ー ズ に 対 応 し 、よ り 効 果 的・効 率 的 に 対 応 す る た

め に 、「 公 の 施 設 」 の 管 理 に 民 間 の ノ ウ ハ ウ を 活 用 し 、 住 民 サ ー ビ ス

の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 に 、平 成 15年 ９ 月 に 地 方 自 治 法（ 以 下「 法 」

と い う 。） の 一 部 を 改 正 す る 法 律 が 施 行 さ れ た 。  

こ れ に よ り 、従 前 、地 方 公 共 団 体 の 管 理 権 限 の 下 で 、市 が 出 資 し た

法 人 、 公 共 団 体 及 び 公 共 的 団 体 に 限 定 さ れ て い た 「 公 の 施 設 」 の 管

理 (管 理 委 託 制 度 ） に 替 わ っ て 、 民 間 事 業 者 等 に も 「 指 定 管 理 者 」 と

し て 公 の 施 設 の 管 理 を 代 行 さ せ る こ と が 可 能 と な っ た 。  

ま た 、 施 設 の 使 用 許 可 権 限 も 代 行 さ せ る こ と が 可 能 と な っ て お り 、

利 用 料 金 制 度 を 導 入 す る こ と も 可 能 と な っ て い る 。  

【 指 定 管 理 者 制 度 、 従 来 の 管 理 委 託 、 業 務 委 託 の 相 違 に つ い て 】  

 指 定 管 理 者 制 度  管 理 委 託 （ 従 来 ） 業 務 委 託  

受 託 主 体  法 人 そ の 他 の 団 体

※ 法 人 格 は 必 ず し

も 必 要 で は な い 。

た だ し 、 個 人 は 不

可  

公 共 団 体 、公 共 的

団 体 、政 令 で 定 め

る 出 資 法 人（ １ /2

以 上 出 資 等 ）に 限

定  

限 定 な し    

※ 議 員 、 首 長 に

つ い て は 禁 止 規

定 あ り（ 法 第 92

条 の ２ 、 第 142

条 ）  

法 的 性 格  「 管 理 代 行 」     

指 定 （ 行 政 処 分 の

一 種 ） に よ り 公 の

施 設 の 管 理 権 限 を

指 定 を 受 け た も の

に 委 任 （ 包 括 的 ）

す る  

「 公 法 上 の 契 約

関 係 」  

条 例 を 根 拠 と し

て 締 結 さ れ る 契

約 に 基 づ く 具 体

的 な 管 理 の 事 務

ま た は 業 務 の 執

行 の 委 託  

「 私 法 上 の 契 約

関 係 」      

契 約 に 基 づ く 個

別 の 事 務 又 は 業

務 の 執 行 の 委 託  

公 の 施 設 の

管 理 権 限  

指 定 管 理 者 が 有 す

る ※「 管 理 の 基 準 」

「 業 務 の 範 囲 」 は

条 例 で 定 め る  

設 置 者 た る 地 方

公 共 団 体 が 有 す

る  

設 置 者 た る 地 方

公 共 団 体 が 有 す

る  

施 設 の 使 用

許 可  

指 定 管 理 者 が 行 う

こ と が で き る  

受 託 者 は で き な

い  

受 託 者 は で き な

い  

基 本 的 な 利

用 条 件 の 設

定  

条 例 で 定 め る こ と

を 要 し 、 指 定 管 理

者 は で き な い  

受 託 者 は で き な

い  

受 託 者 は で き な

い  

不 服 申 し 立

て に 対 す る

決 定 、行 政 財

産 の 目 的 外

使 用 許 可  

指 定 管 理 者 は で き

な い  

受 託 者 は で き な

い  

受 託 者 は で き な

い  

参 考 資 料 ： 指 定 管 理 者 ハ ン ド ブ ッ ク （ ぎ ょ う せ い ）  



 

 ３ 

 

２２２２ ．．．． 指 定 管 理 者 制 度指 定 管 理 者 制 度指 定 管 理 者 制 度指 定 管 理 者 制 度 のののの 導 入導 入導 入導 入 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

（ １ ） 直 営 か 指 定 管 理 者 制 度 か の 選 択 判 断  

本 市 の 「 公 の 施 設 」 の 管 理 に 関 す る 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 ・ 移 行

に つ い て は 、 「 公 民 協 働 に よ る 公 共 サ ー ビ ス の 提 供 に 関 す る 基 本 方

針 」 の 具 体 化 指 針 に お け る “ 八 尾 市 版 公 共 サ ー ビ ス （ 事 務 事 業 ） 分

類 の 考 え 方 ” （ 平 成 ２ １ 年 ３ 月 作 成 、 「 公 民 協 働 に よ る 公 共 サ ー ビ

ス の 提 供 に 関 す る 基 本 方 針 」の 具 体 化 に つ い て 1-3ペ ー ジ ～ 1-6ペ ー

ジ 参 照 ） を 踏 ま え つ つ 、 次 ペ ー ジ に 示 す 「 公 の 施 設 へ の 指 定 管 理 者

制 度 導 入 に 際 し て の 判 断 フ ロ ー 」 に 基 づ き 行 う も の と す る 。  

 

 

（ ２ ） 指 定 管 理 者 の 業 務 範 囲 に つ い て  

  指 定 管 理 者 に 行 わ せ る 業 務 の 範 囲 に つ い て は 、 当 該 指 定 管 理 の 対

象 と な る 公 の 施 設 の 設 置 条 例 （ 以 下 、 こ の 項 に お い て 「 設 置 条 例 」

と い う 。）の 施 設 目 的 及 び 業 務 を 参 考 に 、施 設 の 維 持 管 理 等 の 範 囲 を

各 施 設 の 目 的 や 態 様 等 に 応 じ て 設 置 条 例 の 中 で 規 定 す る 。 そ の 際 、

公 の 施 設 と し て 行 う べ き 業 務 を 明 確 に し 、 指 定 管 理 者 が 行 う 業 務 の

範 囲 を 確 定 す る こ と と す る 。  

設 置 条 例 に お い て 、 施 設 が 行 う 事 業 を 規 定 し て い る 場 合 、 当 該 事

業 が 指 定 管 理 者 の 業 務 と す る こ と に は 馴 染 ま な い 性 質 の も の で あ り 、

施 設 の 日 常 的 な 管 理 運 営 と 事 業 と を 切 り 離 す こ と が 効 果 的 か つ 効 率

的 で あ る と 判 断 で き る 場 合 に は 、 指 定 管 理 者 の 業 務 の 範 囲 に 含 め ず

に 、 当 該 事 業 を 市 が 行 う 個 別 の 業 務 と し て 取 り 扱 う こ と が で き る も

の と す る 。  

な お 、 指 定 管 理 者 に 行 わ せ る 業 務 の 具 体 的 な 内 容 は 、 設 置 条 例 の

規 定 を 基 に 、 募 集 要 項 に 掲 載 し 、 あ ら か じ め 明 確 に す る と と も に 、

指 定 管 理 者 と 締 結 す る 協 定 書 に お い て 詳 細 に 規 定 す る こ と 。  

 

（ ３ ） 複 合 施 設 に つ い て  

複 合 施 設 （ 一 つ の 建 物 の 中 に 複 数 の 施 設 や 機 能 が 集 ま っ て い る も

の ）に つ い て は 、一 体 的 な 管 理 運 営 が 必 要 又 は 効 率 的 で あ る 場 合 は 、

指 定 管 理 者 に 併 せ て 管 理 を 行 わ せ る こ と と す る 。  
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道路法道路法道路法道路法、、、、河川法河川法河川法河川法、、、、学校教育法等学校教育法等学校教育法等学校教育法等のののの個別個別個別個別のののの法令法令法令法令やややや国等国等国等国等のののの通知等通知等通知等通知等によによによによるるるる、、、、指定指定指定指定
管理者制度管理者制度管理者制度管理者制度のののの導入導入導入導入にににに関関関関するするするする規制規制規制規制がないがないがないがない。。。。

ある

公公公公のののの施設施設施設施設へのへのへのへの指定管理者制度導入指定管理者制度導入指定管理者制度導入指定管理者制度導入にににに際際際際してのしてのしてのしての判断判断判断判断フローフローフローフロー

指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度をををを導入導入導入導入

ない

①①①①民間民間民間民間ののののノウハウノウハウノウハウノウハウがががが活用活用活用活用できできできでき、、、、コストコストコストコスト縮減効果縮減効果縮減効果縮減効果がががが見込見込見込見込まれるものまれるものまれるものまれるもの
ただし、清掃やメンテナンス等の個別の業務委託で対応ができ、施設の管理と活用への民間

ノウハウの適用の余地がないものは、指定管理の対象としない。指定管理者制度を導入する
ことで、個別の業務委託の場合以上にトータルコストがかかる場合も指定管理の対象としない。

見込ま
れない

見込まれる

②②②②必必必必ずしもずしもずしもずしも、、、、政策的政策的政策的政策的にににに市市市市がががが直接関与直接関与直接関与直接関与するするするする必要必要必要必要がないものがないものがないものがないもの
ただし、施設において市が政策的な事業を展開しており、施設管理業務と一体的に実施する

必要があるものは指定管理の対象としない。

必要がない

見込まれ
ない

③③③③民間参入民間参入民間参入民間参入のののの可能性可能性可能性可能性やややや受受受受けけけけ皿皿皿皿となるとなるとなるとなる団体団体団体団体がががが見込見込見込見込まれるものまれるものまれるものまれるもの
ただし、行政以外に同様のサービスを提供する民間事業者等が存在せず、民間参入の可

能性がないものや、ＮＰＯ等市民とのパートナーシップ、受け皿となる団体の成熟度等が低い
ものは指定管理の対象としない。

見込まれる

必要が
ある

④④④④大規模改修大規模改修大規模改修大規模改修やややや施設施設施設施設のありのありのありのあり方方方方のののの再検討等再検討等再検討等再検討等のののの予定予定予定予定がないものがないものがないものがないもの
ただし、施設の大規模改修や公の施設の廃止、休館その他重要な変更を予定している場

合又は施設のあり方の再検討や課題整理を行うため、一定の検討期間を確保する目的で
直営を維持する必要があるものは指定管理の対象としない。

予定がない

予定があ
る

⑤⑤⑤⑤そのそのそのその他直営他直営他直営他直営によるによるによるによる管理管理管理管理がががが必要必要必要必要なななな状況状況状況状況ではないものではないものではないものではないもの
ただし、指定管理者の指定の取り消し等指定ができない状況や、指定管理者が天災その

他の事由によりその管理業務を行うことが困難であると認められる場合は指定管理の対象と
しない。

必要がない

必要があ
る



 

 ５ 

 

第第第第 ３３３３     指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者 のののの 募 集募 集募 集募 集 にににに 関関関関 す るす るす るす る 事 項事 項事 項事 項     

    

１１１１ ．．．． 募 集 方 法募 集 方 法募 集 方 法募 集 方 法     

（ １ ） 公 募 の 原 則  

指 定 管 理 者 を 指 定 し よ う と す る 場 合 、 原 則 と し て 公 募 制 を 採 用 す

る （ 条 例 第 ２ 条 ）。  

 

（ ２ ） 非 公 募 に よ る 場 合 の 事 由  

た だ し 、 公 の 施 設 の 性 質 、 規 模 、 機 能 等 を 考 慮 し 、 設 置 目 的 を 効

果 的 か つ 効 率 的 に 達 成 す る た め 、 地 域 等 の 活 力 を 積 極 的 に 活 用 し た

管 理 を 行 う こ と に よ り 事 業 効 果 が 相 当 程 度 期 待 で き る と 思 慮 す る と

き 、 そ の 他 公 募 を 行 わ な い こ と に 合 理 的 な 理 由 が あ る と き は 、 公 募

に よ ら ず 、 本 市 が 出 資 し て い る 法 人 又 は 公 共 団 体 若 し く は 公 共 的 団

体 を 候 補 者 と し て 選 定 す る こ と が で き る も の と す る （ 条 例 第 ５ 条 ）。 

公 募 に よ ら な い 具 体 的 な 場 合 は 、 以 下 の と お り で あ る 。  

 

① 施 設 管 理 上 緊 急 に指 定 管 理 者 を指 定 しなければならないとき。 

② コミュニティ施 設 などにおいて、地 域 の特 定 団 体 が運 営 することによ

り、地 域 の人 材 活 用 等 、地 域 との連 携 が図 られ、自 治 の高 揚 等 、地

域 分 権 の推 進 が期 待 できるとき。 

③ ＰＦ Ｉ法 の活 用 により一 定 期 間 、施 設 の管 理 運 営 をするものを指 定

するとき。 

④ 法 令 並 びに通 知 その他 国 の指 導 等 により、施 設 の指 定 管 理 者 とな

る団 体 が特 定 されるとき。 

⑤  福 祉 施 設 に お い て 、 施 設 の 設 置 目 的 に 照 ら し 、 利 用 者 と の 長

期 に わ た る 安 定 的 な 関 係 や 人 的 信 頼 関 係 が 担 保 さ れ る こ と が

必 要 で あ り 、施 設 の 運 営 主 体 の 変 更 が 、 入 所 者 や 通 所 者 に 与 え

る 影 響 が 大 き い と 想 定 さ れ る と き 。  

 

 

ま た 、公 募 す る も 応 募 が な い 場 合 、応 募 は あ っ た が 適 当 な も の が

な か っ た 場 合 、 若 し く は 、 指 定 の 取 消 し や 停 止 を 行 っ た 場 合 は 、 必

要 に 応 じ て 、 直 営 に よ る 管 理 を 行 う こ と と す る （ 条 例 第 ６ 条 ）。  

な お 、 そ の 場 合 に お い て も 、 制 度 の 趣 旨 に 鑑 み 、 可 能 な 限 り 速 や

か に 新 た な 指 定 管 理 者 の 選 定 に 着 手 し 、再 度 議 会 の 議 決 を 経 る こ と

と す る 。  

 



 

 ６ 

２２２２ ．．．． 申 請 者申 請 者申 請 者申 請 者 のののの 資 格 要 件資 格 要 件資 格 要 件資 格 要 件     

（ １ ） 全 般 的 事 項  

指 定 管 理 者 と な り う る 団 体 に つ い て 、 地 方 自 治 法 上 の 制 限 は な く

原 則 と し て 指 定 管 理 者 の 資 格 に つ い て は 限 定 す べ き で は な い も の の 、

関 係 法 令 や 個 々 の 施 設 の 特 性 に よ り 、 安 全 に 円 滑 な サ ー ビ ス を 提 供

す る た め に 、 資 格 の 限 定 が 必 要 と な る 場 合 が あ る 。  

 

指 定 管 理 者 の 指 定 は 、「 請 負 」や「 買 入 れ 」等 の 契 約 行 為 に は 該 当

し な い も の の 公 の 施 設 に つ き 管 理 代 行 を 行 わ せ る と い う 観 点 か ら 、

社 会 福 祉 法 人 や 医 療 法 人 と い っ た 団 体 の 資 格 限 定 以 外 に 、 管 理 代 行

を 行 う 業 務 に つ き 、 安 定 的 な 運 営 の 実 績 や ノ ウ ハ ウ を 持 っ て い る 団

体 で あ る こ と （ 例 ； 公 募 時 点 に お い て 、 概 ね ２ 年 以 上 運 営 し て い る

な ど ） や 、 許 認 可 、 登 録 又 は 免 許 等 の 必 要 な 業 種 の 場 合 は 、 当 該 許

認 可 、 登 録 又 は 免 許 等 を 受 け て い る こ と な ど 、 本 市 が 契 約 等 に お い

て 一 般 的 に 使 用 し て い る 資 格 条 件 を 参 考 と す る も の と す る 。  

 

ま た 、 公 の 施 設 の 市 民 の 利 用 に 際 し 、 市 民 が よ り 安 全 か つ 安 心 し

て 利 用 で き る よ う 、 暴 力 団 で あ る 団 体 そ の 他 の 指 定 管 理 者 と し て ふ

さ わ し く な い 団 体 と し て 、 八 尾 市 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定

手 続 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 16年 八 尾 市 規 則 第 ４ ４ 号 。 以 下

「 規 則 」と い う 。） で 定 め る 事 由（ 規 則 第 ３ 条 の ２ ） に 該 当 す る 団 体

は 、 申 請 を す る こ と が で き な い も の と す る 。  

な お 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 又 は 指 定 管 理 者 が 以 下 の 欠 格 事 由 に 該

当 し た と き は 、 そ の 資 格 を 失 い 又 は 指 定 を 取 り 消 す も の と す る （ 条

例 第 ４ 条 第 ２ 項 、 第 １ １ 条 第 ２ 項 ）。  

 

（ ２ ） 欠 格 事 由  

規 則 で 定 め る 事 由 に 掲 げ る 内 容 は 、 概 ね 以 下 の と お り で あ る 。  

◎◎◎◎ 団 体 要 件団 体 要 件団 体 要 件団 体 要 件 （（（（ 共 同 企 業 体共 同 企 業 体共 同 企 業 体共 同 企 業 体 のののの 場 合場 合場 合場 合 はははは 、、、、 各 構 成 団 体各 構 成 団 体各 構 成 団 体各 構 成 団 体 ））））     

・ 暴 力 団 で あ る 団 体  

・ 暴 力 団 員 （ 過 去 ５ 年 間 を 含 む 。） が そ の 事 業 活 動 を 支 配 す る 団 体  

・ 暴 力 団 等 に 利 益 と な る 活 動 を 行 う 団 体  

・ 暴 力 団 等 に 、 暴 力 的 不 法 行 為 等 （ 職 務 強 要 、 殺 人 、 傷 害 、 暴 行 、 脅 迫

強 要 、 威 力 業 務 妨 害 、 強 盗 、 恐 喝 そ の 他 暴 力 団 対 策 法 に 規 定 す る 暴 力

的 不 法 行 為 を い う 。 以 下 同 じ 。） を 行 わ せ た 団 体  

・ 暴 力 団 員 等 を 業 務 従 事 ・ 使 用 す る 団 体  

・ 八 尾 市 職 員 倫 理 条 例 に 基 づ く 不 当 行 為 者 へ の 警 告 を 受 け た 日 か ら ２ 年

を 経 過 し な い 団 体  
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・ 代 表 者 や 役 員 等 が 成 年 被 後 見 人 等 ・ 破 産 者 で 復 権 を 得 な い 者 で あ る 団

体  

・ 団 体 及 び 代 表 者 や 役 員 等 が 法 人 税 又 は 所 得 税 、消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 、

市 町 村 民 税 並 び に 固 定 資 産 税 を 滞 納 し て い る 団 体  

・ 市 長 、 副 市 長 、 市 議 会 議 員 、 行 政 委 員 会 の 委 員 並 び に そ の 親 族 が 代 表

者 や 役 員 等 で あ る 団 体  

※ 親 族 は 配 偶 者 及 び 父 母 、 子 に 限 る 。  

※ 市 長 、副 市 長 及 び 行 政 委 員 会 の 委 員 等 に あ っ て は 、市 出 資 法 人 を 除 く 。  

・ 本 市 に お い て 指 定 管 理 者 の 指 定 を 取 り 消 さ れ て か ら ５ 年 を 経 過 し な い

団 体  

 

◎◎◎◎ 団 体団 体団 体団 体 のののの 役 員 等役 員 等役 員 等役 員 等 のののの 要 件要 件要 件要 件 （（（（ 共 同 企 業 体共 同 企 業 体共 同 企 業 体共 同 企 業 体 のののの 場 合場 合場 合場 合 はははは 、、、、 各 構 成 団 体各 構 成 団 体各 構 成 団 体各 構 成 団 体 ））））     

・ 代 表 者 、 役 員 、 支 店 長 、 営 業 所 長 そ の 他 の 相 当 の 地 位 に あ る 者 又 は そ

の 事 業 活 動 を 支 配 し て い る 者 （ 以 下 「 代 表 者 等 」 と い う 。） の う ち 次

の い ず れ か に 該 当 す る 者 が あ る 団 体  

（ 指 定 管 理 者 に な ろ う と す る 団 体 の 代 表 者 等 が 、 他 の 団 体 の 代 表 者 等 を

兼 ね る 場 合 で 、他 の 団 体 の 別 の 役 員 等 に 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の

が あ る 場 合 を 含 む 。 次 ペ ー ジ の 「 連 座 制 」 説 明 図 参 照 ）  

ア  暴 力 団 員 等  

イ  暴 力 団 等 の 利 益 と な る 活 動 を 行 う 者  

ウ  暴 力 団 等 と 社 会 的 に 不 適 切 な 交 友 関 係 を 持 つ 者  

エ  暴 力 団 等 に 、 暴 力 的 不 法 行 為 等 を 行 わ せ た 者  

オ  暴 力 的 不 法 行 為 等 に 関 し て 、 禁 固 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た 者  

（ 過 去 ５ 年 間 を 含 む 。）  

カ  暴 力 的 不 法 行 為 等 に 関 し て 、 逮 捕 、 勾 留 さ れ た 日 か ら ５ 年 を 経 過 し

な い 者  

（ 施 設 管 理 上 で 重 大 な 支 障 を 生 ず る と 認 め る と き の み ）  

キ  八 尾 市 職 員 倫 理 条 例 に 基 づ く 不 当 行 為 者 へ の 警 告 を 受 け た 日 か ら ２

年 を 経 過 し な い 者  

 
 ※「 代 表 者 等 」 に つ い て  

 法 人 で あ る 場 合  

代 表 者 、非 常 勤 を 含 む 役 員 及 び そ の 事 業 活 動 を 支 配 し て い

る 者  

 法 人 格 を 有 し な い 団 体 で あ る 場 合  

代 表 者 及 び そ の 事 業 活 動 を 支 配 し て い る 者  



 

 ８ 

 

こ れ ら に つ い て は 、 身 元 証 明 書 （ 法 人 に あ っ て は 、 代 表 取 締 役 。

法 人 以 外 の 団 体 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 。） や 納 税 証 明 書 （ 市 税 滞

納 有 無 調 査 承 諾 書 等 の 提 出 ） に よ り チ ェ ッ ク す る 。  

ま た 、暴 力 団 関 係 者 で な い こ と 等 の 条 件 に か か る チ ェ ッ ク に つ い

て は 、団 体 か ら の 宣 誓 書 の 提 出 や 関 係 機 関 等 へ の 照 会 を 通 じ て 確 認

を 行 う こ と 等 に よ る こ と と す る の で 、募 集 要 項 に 関 係 機 関 へ の 照 会

を 行 う 旨 と 、宣 誓 書 に も 、記 載 内 容 を 関 係 機 関 等 へ の 照 会 に 使 用 す

る こ と に つ い て 、 本 人 の 承 諾 欄 を 設 け る こ と 。  

親 族 の チ ェ ッ ク は 、指 定 管 理 者 の 申 請 に お い て 、法 人 登 記 簿 及 び

戸 籍 謄 本 等 の 提 出 を も と め て 行 う も の と す る 。  

 

「 連 座 制 」 説 明 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３ ） 代 表 者 等 の 交 代 に 伴 う 報 告 手 続 並 び に 法 人 格 の 変 更 へ の 対 応  

指 定 管 理 者 で あ る 法 人 そ の 他 の 団 体 （ 共 同 企 業 体 の 場 合 は 、 各

構 成 団 体 ） に お け る 代 表 者 等 に 交 代 が あ っ た 場 合 は 、 市 へ 報 告 を

行 わ せ る も の と し 、 当 該 交 代 に つ い て 議 会 へ 報 告 す る 他 、 適 切 な

対 応 を 取 る も の と す る 。  

な お 、法 人 格 が あ る 指 定 管 理 者 に お い て 、法 人 格 の 変 更 が 生 じ る

場 合 は 、再 度 、法 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ く 議 会 の 議 決

代表者等代表者等代表者等代表者等

※ 指定管理者に申請しようとする法人その他の
団体及び指定管理者として指定を受ける前の候
補者である法人その他の団体を含む。

A B

C

代表者等代表者等代表者等代表者等

他他他他のののの法人法人法人法人そのそのそのその他他他他のののの団体団体団体団体

C

D

同一人物であり、両方の

代表者等を兼ねている

E

◎◎◎◎指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定のののの申請申請申請申請をすることができないをすることができないをすることができないをすることができない。。。。
◎◎◎◎指定管理者候補者指定管理者候補者指定管理者候補者指定管理者候補者 のののの資格資格資格資格をををを失失失失うううう。。。。

◎◎◎◎指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定のののの取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを受受受受けるけるけるける。。。。

指定管理者等指定管理者等指定管理者等指定管理者等（（（（※※※※））））であであであであ
るるるる法人法人法人法人そのそのそのその他他他他のののの団体団体団体団体

暴力団員等暴力団員等暴力団員等暴力団員等 であるなどであるなどであるなどであるなど、、、、

上記上記上記上記アアアア～～～～キキキキのののの欠格事由欠格事由欠格事由欠格事由
にににに該当該当該当該当するするするする者者者者
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が 必 要 と な る が 、法 人 格 の 変 更 に よ り 、施 設 の 管 理 業 務（ 事 業 計 画 ）

の 実 施 に 支 障 が 生 じ な い か 、適 切 に 事 業 が 引 き 継 が れ る か と い っ た

観 点 か ら の 審 査 が 必 要 で あ る 。  

ま た 、公 益 法 人 制 度 改 革 に よ る 新 法 人 へ の 移 行 に つ い て も 、適 切

に 対 応 す る こ と と す る 。  

 

 

３３３３ ．．．． 共 同 企 業 体共 同 企 業 体共 同 企 業 体共 同 企 業 体 のののの 取取取取 りりりり 扱扱扱扱 い に つ い てい に つ い てい に つ い てい に つ い て     

（ １ ） 共 同 企 業 体 に つ い て  

「 共 同 企 業 体 」 と は 、 複 数 の 団 体 （ 以 下 「 構 成 団 体 」 と い う 。）

が 共 同 し て 特 定 の 事 業 を 営 む こ と を 目 的 と し て 結 成 さ れ た 事 業 組

織 を い う 。  

公 の 施 設 の 管 理 運 営 に つ い て 、民 間 企 業 等 の ノ ウ ハ ウ や コ ス ト 管

理 を 反 映 さ せ 、指 定 管 理 者 制 度 の 目 的 を 達 成 す る た め に は 、単 一 の

団 体 だ け で は な く 、そ れ ぞ れ の 特 性 を 活 か す こ と が で き る 構 成 団 体

が 、共 同 し て 管 理 運 営 に 携 わ り 、構 成 団 体 が 得 意 と す る 分 野 で 、そ

の 効 果 を 最 大 限 に 発 揮 す る こ と で 、よ り 利 用 者 の 満 足 度 を 高 め る こ

と が 可 能 と な る こ と か ら 、共 同 企 業 体 を 指 定 管 理 者 と し て 選 定 で き

る も の と す る 。  

共 同 企 業 体 は 、一 般 的 に は 民 法 第 ６ ６ ７ 条 に 基 づ く「 組 合 」で あ

る と さ れ て お り （ 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ ４ 日 最 高 裁 判 決 ）、 そ の 性 格 と

し て 、共 同 企 業 体 は 法 人 格 を 持 た ず 、そ の 権 利 義 務 は 、原 則 と し て

全 構 成 団 体 に 帰 属 し て お り 、対 外 的 な 法 律 行 為 に つ い て も 原 則 的 に

は 全 構 成 団 体 の 名 で 行 う こ と と な る 。  

し か し な が ら 、常 に 、対 外 的 な 法 律 行 為 を 全 構 成 団 体 が 行 う こ と

は 、共 同 企 業 体 の 円 滑 な 運 用 を 阻 害 す る お そ れ が あ る た め 、共 同 企

業 体 の 代 表 者 及 び 構 成 団 体 の 業 務 分 担（ 各 構 成 団 体 の 受 け 持 つ 業 務

内 容 ） の 明 確 化 等 が 必 要 と な る 。  

ま た 、共 同 企 業 体 の 構 成 に つ い て は 、構 成 団 体 の 脱 退 や 除 名 等 の

変 更 が 生 じ る 可 能 性 が あ る 。  

法 人 格 が あ る 団 体 に お い て 法 人 格 の 変 更 が 生 じ る な ど 、団 体 の 性

格 や 実 態 に 大 き な 変 化 が 生 じ る 場 合 は 、再 度 、法 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第

６ 項 の 規 定 に 基 づ く 議 会 の 議 決 が 必 要 と な る が 、共 同 企 業 体 に つ い

て は 、前 述 の よ う に 法 人 格 を 持 た な い た め 、実 態 に 即 し た 判 断 が 必

要 に な る と 考 え ら れ る 。  

 

以 上 を 踏 ま え 、指 定 管 理 者 の 申 請 が で き る こ と と す る 場 合 に お い

て は 、 以 下 の 点 に 留 意 す る こ と と す る 。  
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（ ２ ） 共 同 企 業 体 の 取 り 扱 い 上 の 留 意 事 項  

①  代 表 者 の 設 置 と 構 成 団 体 の 業 務 分 担 の 明 確 化  

共 同 企 業 体 が 円 滑 に 運 用 さ れ る た め に 、代 表 者 を 設 け 、共 同 企

業 体 を 代 表 し て 対 外 的 な 折 衝 に あ た る ほ か 、施 設 の 管 理 運 営 に 係

る 主 導 的 な 役 割 を 担 う 等 、重 要 な 権 限 と 義 務 を 担 保 さ せ る こ と と

す る 。  

ま た 、構 成 団 体 に 施 設 の 管 理 を 行 わ せ る 上 で の そ れ ぞ れ の 役 割

や 業 務 分 担 等 の 明 確 化 を 行 わ せ る こ と と す る 。  

 

②  構 成 団 体 の 変 更 に 伴 う 対 応  

共 同 企 業 体 の 構 成 団 体 の 脱 退 や 除 名 と い っ た 変 更 に つ い て は 、

実 態 に 即 し た 判 断 が 必 要 と な る が 、以 下 の 条 件 が 担 保 で き 、当 該

共 同 企 業 体 の 性 格 や 実 態 に 大 き な 変 化 が 生 じ な い よ う な 場 合 は 、

市 の 承 認 の も と に 変 更 す る こ と が で き る も の と し 、こ れ ら の 変 更

に つ い て は 、 議 会 へ 報 告 す る 他 、 適 切 な 対 応 を と る も の と す る 。 

ア  変 更 後 の 業 務 の 履 行 に 関 し て 、残 る 構 成 団 体 が 共 同 連 帯 し

て 責 任 を 負 う 旨 が 、「 共 同 企 業 体 協 定 書 」 に お い て 明 確 に な

っ て い る 。  

イ  業 務 分 担 の 変 更 に よ っ て も 、引 き 続 き 当 該 共 同 企 業 体 の 安

定 し た 運 営 が 見 込 ま れ る 。  

ウ  業 務 分 担 の 変 更 に よ っ て も 、施 設 の 利 用 者 に 影 響 を 与 え な

い 。  

な お 、代 表 者 で あ る 団 体 が 脱 退 し た 場 合 や 除 名 さ れ た 場 合 又 は

代 表 者 と し て の 責 務 が 果 た せ な く な っ た 場 合 に つ い て は 、当 該 共

同 企 業 体 の 性 格 や 実 態 に 大 き な 変 化 が 生 じ る こ と か ら 、法 人 格 が

あ る 団 体 に お け る 法 人 格 の 変 更 の 例 と 同 様 に 、当 該 共 同 企 業 体 に

つ い て 再 度 議 会 の 議 決 を 求 め る も の と す る 。  

ま た 、共 同 企 業 体 の 構 成 団 体 が ２ 団 体 の 場 合 で 、構 成 団 体 の 一

方 の 団 体 が 脱 退 し た 場 合 や 除 名 さ れ た 場 合 は 、共 同 企 業 体 と し て

の 実 態 が 無 く な る こ と か ら 、同 様 に 、当 該 共 同 企 業 体 に つ い て 再

度 議 会 の 議 決 を 求 め る も の と す る 。  

 

③  共 同 企 業 体 協 定 書 の 作 成 に つ い て  

上 記 ① ② に 記 載 す る 内 容 を 担 保 す る た め 、あ ら か じ め 構 成 団 体

間 で 協 定 書 を 締 結 さ せ る こ と と し 、指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請 時 に

市 へ 提 出 を 求 め る こ と と す る 。【 参 考 資 料 ３ 】  
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④  構 成 団 体 の 要 件 に つ い て  

共 同 企 業 体 に つ い て は 、全 構 成 団 体 が 、前 記 ２ の 申 請 者 と し て

の 資 格 要 件 を 満 た し て い な い 場 合 は 申 請 で き な い も の と す る 。  

 

⑤  申 請 に お い て 必 要 な 書 類 の 提 出 に つ い て  

申 請 に お い て 必 要 な 書 類 の 提 出 に つ い て は 、以 下 の と お り 取 り

扱 う 。  

・指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 、指 定 期 間 に 属 す る 各 年 度 に お け る 当 該

公 の 施 設 の 管 理 に 係 る 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 、事 業 提 案 概

要 書 、 共 同 企 業 体 協 定 書     ⇒  代 表 者 と な る 団 体 が 提 出  

・ そ れ 以 外 に 必 要 な 書 類   ⇒  構 成 団 体 ご と に 提 出  

 

４４４４ ．．．． 募 集 期 間募 集 期 間募 集 期 間募 集 期 間 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

公 募 に よ る 指 定 管 理 者 の 募 集 期 間 に つ い て は 、 周 知 後 、 原 則 と し

て ２ ヵ 月 間 と す る 。 ま た 、 公 募 に あ た っ て は 、 事 前 、 事 中 に お い て

説 明 会 を 行 う 等 、 応 募 促 進 に 向 け た 取 組 み に も 努 め る こ と と す る 。  

な お 、 募 集 期 間 中 に は 、 事 業 者 を 対 象 と し た 説 明 会 等 を 必 ず 開 催

す る ほ か 、 応 募 者 間 で 不 平 等 が 生 じ な い 範 囲 内 で 、 現 地 や 施 設 の 見

学 希 望 に つ い て 配 慮 す る な ど 、 応 募 者 に と っ て 、 応 募 の 判 断 材 料 と

し て 十 分 な も の と な る よ う 努 め る こ と 。  

    

５５５５ ．．．． 指 定 期 間指 定 期 間指 定 期 間指 定 期 間 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

管 理 を 行 わ せ よ う と す る 期 間 と し て は 、 地 方 自 治 法 上 に 制 限 は な

く 数 年 か ら 数 十 年 に わ た り 可 能 で あ る が 、 サ ー ビ ス の 継 続 性 や 人 材

の 確 保 、 長 期 固 定 化 の 弊 害 の 排 除 、 計 画 的 な 管 理 運 営 等 の 観 点 か ら

概 ね ５ 年 間 （ 新 た に 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 す る 施 設 は 、 導 入 効 果 の

検 証 が 必 要 な た め 、 概 ね ３ 年 間 。 事 業 の 環 境 変 化 の リ ス ク が 高 い 施

設 に つ い て も 、 同 様 に 概 ね ３ 年 間 と す る 。） を 標 準 的 な 指 定 期 間 と 定

め る も の と す る 。  

な お 、 高 度 の 専 門 性 や 長 期 に わ た る 運 営 ノ ウ ハ ウ の 蓄 積 が 必 要 と

さ れ る 業 務 が 主 た る 業 務 で あ る 施 設 、 長 期 継 続 的 に 管 理 運 営 を 行 う

こ と に よ る 市 の 経 済 的 効 果 が 大 き い 施 設 、 指 定 管 理 者 の 短 期 的 な 変

更 が 利 用 者 の 便 益 等 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す 施 設 な ど 、 特 別 の 事 情 が

あ る 施 設 で 、 前 記 の 標 準 的 な 指 定 期 間 を 超 え る 期 間 を 設 定 す る 場 合

に は 、 そ の 必 要 性 や 合 理 性 等 を 明 確 に す る も の と し 、 特 段 の 理 由 な

く 長 期 間 の 指 定 は 行 わ な い こ と と す る 。  
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６６６６ ．．．． 施 設 利 用 料施 設 利 用 料施 設 利 用 料施 設 利 用 料 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

指 定 管 理 者 に よ る 自 主 的 な 経 営 努 力 の 発 揮 や 使 用 料 徴 収 な ど 会 計

事 務 の 効 率 化 の 観 点 か ら 公 の 施 設 の 使 用 料 を 指 定 管 理 者 の 収 入 と す

る 利 用 料 金 制 度 の 活 用 を 進 め 、そ の 場 合 の 利 用 料 金 は 、原 則 と し て 、

市 条 例 で 定 め る 範 囲 内 で 指 定 管 理 者 が 長 の 承 認 を 受 け て 料 金 を 定 め

る 承 認 料 金 制 を 採 用 す る こ と と す る 。  

ま た 、 利 用 料 金 制 度 の 導 入 に よ り 予 定 を 超 え て 生 じ る 収 入 に つ い

て は 、 原 則 、 指 定 管 理 者 の 経 営 努 力 の 成 果 と し て 指 定 管 理 者 の 収 入

と す る も の で あ る が 、 指 定 管 理 者 が 行 う 業 務 内 容 や 経 理 状 況 等 を 客

観 的 に み て 、 利 用 料 金 制 に 基 づ く 収 入 が 過 大 と な る 場 合 や そ の 他 施

設 の 特 性 上 必 要 な 場 合 は 、 あ ら か じ め 協 定 に よ り 、 市 と 指 定 管 理 者

と の 協 議 の も と 一 部 ま た は 全 部 に つ き 、 市 へ 納 付 さ せ る よ う 定 め る

こ と と し 、 あ わ せ て 徴 収 委 託 制 を と る こ と も 検 討 す る こ と と す る 。  

な お 、 利 用 料 金 の 減 免 に つ い て は 、 市 が 定 め る 「 受 益 と 負 担 の 公

正 性 の 確 保 」 に 基 づ き 検 討 す る こ と と し 、 減 免 制 度 を 採 用 す る 施 設

に あ っ て は 、 指 定 管 理 料 の 積 算 に お け る 取 り 扱 い 方 法 に つ い て 、 募

集 要 項 等 に お い て 記 載 を 行 う こ と 。  

 

７７７７ ．．．． 市市市市 とととと 指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者 のののの リ ス クリ ス クリ ス クリ ス ク 分 担分 担分 担分 担 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

 市 と 指 定 管 理 者 の リ ス ク 分 担 の 考 え 方 及 び 危 機 管 理 （ 危 機 事 象 発

生 時 の 対 応 の 取 り 決 め 及 び 役 割 分 担 等 ） に つ い て は 、 以 下 の 例 を 参

考 に 、 で き る だ け 詳 細 に 募 集 要 項 等 に 記 載 す る こ と 。  

  

【 想 定 さ れ る リ ス ク 分 担 の 例 】  

リ ス ク 負 担 者  
リ ス ク の 種 類  内  容  

市  指 定 管 理 者  

施 設 の 管 理 運 営 に 影 響 を

及 ぼ す 法 令 変 更  
法 令 等 の 変 更  

指 定 管 理 者 に 影 響 を 及 ぼ

す 法 令 変 更  

協  議  事  項  

施 設 の 管 理 運 営 に 影 響 を

及 ぼ す 税 制 変 更  
税 制 度 の 変 更  

指 定 管 理 者 に 影 響 を 及 ぼ

す 税 制 変 更  

協  議  事  項  

物 価 変 動 に よ る 経 費 の 増  物 価 及 び 金 利 変

動  金 利 変 動 に よ る 経 費 の 増  協  議  事  項  

市 の 方 針 変 更 、議 会 の 不 承

認 、手 続 き 遅 延 等 そ の 他 市

の 指 示 等 に よ る も の  
●  

 要 求 水 準 の 未 達 、

事 業 の 中 止 及 び

債 務 不 履 行  
指 定 管 理 者 の 責 め に 帰 す

べ き 事 由 に よ る も の  

 
 ●  
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不 可 抗 力  天 災・暴 動 等 に よ る 履 行 不

能（ 業 務 の 変 更 、中 止 、延

期 な ど ）  
※ 不 可 抗 力 と は 暴 風 ， 豪 雨 ， 洪

水 ， 地 震 ， 落 盤 ， 火 災 ， 争 乱 ，

暴 動 ，そ の 他 市 や 指 定 管 理 者 の

責 め に 帰 す こ と が 出 来 な い 自

然 的 ま た は 人 的 な 現 象 を 指 す 。 

協 議 事 項 と し 、 負 担 割 合

を 協 定 の 中 で 明 示 す る も

の と す る 。  

計 画 変 更  事 業 内 容 等 の 変 更  ●   

運 営 費 の 変 動  
計 画 変 更 以 外 の 要 因 に よ

る 運 営 費 用 の 増 大  
 

●  

減 免 対 象 者 が 拡 大 さ れ た

場 合  
●  

 

減 免 に よ る 利 用

料 金 収 入 の 減 少  
上 記 以 外 の 場 合  

 

 
●  

施 設 運 営（ 指 定 管 理 業 務 内

容 及 び 指 定 管 理 者 の 自 主

事 業 を 除 く ）に 対 す る 住 民

反 対 運 動 、 訴 訟  

●   

周 辺 地 域 ・ 住 民 、

利 用 者 へ の 対 応  
地 域 ・ 住 民 と の 協 働 並 び

に 、指 定 管 理 業 務 内 容 、自

主 事 業 に 対 す る 地 域 ・ 住

民 ・ 利 用 者 等 か ら の 要 望 、

苦 情 へ の 対 応  

 

●  

管 理 業 務 仕 様 書 等 市 が 責

任 を 持 つ 書 類 の 誤 り に よ

る も の  
●  

 

書 類 の 誤 り  
事 業 計 画 書 等 指 定 管 理 者

が 提 案 し た 内 容 の 誤 り に

よ る も の  

 
●  

指 定 管 理 者 の 責 め に 帰 す

べ き 事 由 に よ る も の  
 

●  

施 設 、設 備 、備 品

等 の 損 傷 、 修 繕  
経 年 劣 化 に よ る も の  大 規 模 な も の に つ い て

は 、市 の リ ス ク 負 担 と し 、

そ れ 以 外 は 指 定 管 理 者  

施 設 の 瑕 疵 責 任  
施 設 の 瑕 疵 に よ り 指 定 管

理 者 に 生 じ た 損 害 等  
●  

 

指 定 管 理 者 の 責 め に 帰 す

べ き 事 由 に よ り 利 用 者 に

損 害 を 与 え た 場 合  
 ●  

第 三 者 へ の 損 害  

上 記 以 外 の 場 合  ●   

市 広 報 媒 体 へ の 掲 載   市 へ 依 頼  広 報 活 動  

そ の 他 の 広 報 活 動   ●  

セ キ ュ リ テ ィ  警 備 不 備 に よ る 情 報 漏 洩 、

犯 罪 発 生 等  
 

●  

事 業 終 了 時 の 原

状 復 帰 、撤 収 、引

継 ぎ  

指 定 管 理 期 間 の 終 了 又 は

期 間 途 中 で の 業 務 廃 止 の

場 合 に お け る 原 状 復 帰 及

び 指 定 管 理 者 の 撤 収 及 び

引 継 ぎ に 要 す る 費 用  

 

●  

ご み の 収 集 等 廃

棄 物 処 理 へ の 対

応  

ご み の 収 集 等 施 設 の 廃 棄

物 処 理 に 要 す る 費 用  
 

●  

    



 

 １４ 

８８８８ ．．．． 本 市 外 郭 団 体本 市 外 郭 団 体本 市 外 郭 団 体本 市 外 郭 団 体 のののの プ ロ パ ープ ロ パ ープ ロ パ ープ ロ パ ー 職 員職 員職 員職 員 のののの 雇 用 対 応雇 用 対 応雇 用 対 応雇 用 対 応 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

  指 定 管 理 者 で あ る 本 市 の 外 郭 団 体 が 、 指 定 管 理 者 の 選 定 か ら 漏 れ

た こ と に よ っ て 、 当 該 団 体 の プ ロ パ ー 職 員 に 雇 用 問 題 が 生 じ た 場 合

に 関 し て は 、 外 郭 団 体 に 対 す る 市 の 出 資 者 や 設 置 者 と し て の 責 任 を

果 た す た め に も 、 当 該 団 体 職 員 の 雇 用 確 保 に 対 し て 市 と し て 努 力 が

求 め ら れ て い る 。  

  こ の こ と か ら 、 指 定 管 理 者 の 募 集 時 に 、 当 該 団 体 の 職 員 の 人 的 活

用 に つ い て 、 応 募 団 体 に 配 慮 を 求 め る こ と と し 、 そ の 方 針 や 考 え 方

等 に つ い て の 提 案 を 求 め る 旨 、 募 集 要 項 や 事 業 提 案 書 に 記 載 す る こ

と と す る 。  

 

【 記 載 例 】 職 員 採 用 や 確 保 の 方 策 な ど の 管 理 体 制 に 係 る 項 目  

  

○ 施 設 管 理 職 員 の 活 用 に つ い て  

 

 現 在 、 本 施 設 指 定 管 理 者 で あ る 財 団 法 人 ● ● ● (※ １ )の 職 員 で 、

本 施 設 に 勤 務 す る 職 員 の 人 的 活 用 に つ い て 、配 慮 の う え 、そ の 方

針 や 考 え 方 等 に つ い て の 提 案 を し て く だ さ い 。  

 

 ※ １ に は 、 本 市 が 出 資 す る 法 人 （ 財 団 法 人 ・ 社 会 福 祉 法 人 ） の 個 別

名 称 を 記 入 の こ と  

 

 

９９９９ . . . . 指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者 がががが 交 代交 代交 代交 代 し た と き のし た と き のし た と き のし た と き の 引 継引 継引 継引 継 ぎぎぎぎ 義 務義 務義 務義 務 のののの 明 確 化明 確 化明 確 化明 確 化     

指 定 管 理 者 が 、 指 定 管 理 期 間 の 満 了 等 で 交 代 す る 場 合 は 、 利 用 者

や 住 民 に 不 利 益 が 生 じ る こ と が な い よ う に 、 施 設 の 管 理 が 引 き 続 き

円 滑 に 実 施 さ れ る よ う 、 市 の 指 示 に 従 い 、 新 た な 指 定 管 理 者 と な る

団 体 と 業 務 の 引 継 ぎ （ 施 設 の 管 理 業 務 に 係 る 文 書 の 引 継 ぎ を 含 む ）

を 誠 実 に 行 う 義 務 を 負 う こ と を 募 集 要 項 に 記 載 す る と と も に 、 基 本

協 定 書 に お い て も 明 確 に す る こ と 。  

こ の 義 務 は 、 指 定 の 取 り 消 し に よ っ て 、 一 時 的 に 市 が 直 営 で 当 該

公 の 施 設 を 管 理 す る 場 合 も 同 様 と す る 。  
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第第第第 ４４４４     指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者 のののの 募 集 要 項募 集 要 項募 集 要 項募 集 要 項 等等等等 にににに 関関関関 す るす るす るす る 事 項事 項事 項事 項     

    

１１１１ ．．．． 募 集 要 項募 集 要 項募 集 要 項募 集 要 項 にににに 記 載記 載記 載記 載 す るす るす るす る 事 項事 項事 項事 項     

（ １ ） 募 集 要 項 へ の 記 載 事 項  

 指 定 管 理 者 の 募 集 は 、 募 集 要 項 を 作 成 し て 公 表 す る こ と と す る 。

な お 、 募 集 要 項 へ の 記 載 事 項 は 【 参 考 資 料 １ 】 を 参 考 に 、 施 設 の 設

置 目 的 、 態 様 、 性 格 等 を 勘 案 し て 設 定 す る こ と 。  

 

（ ２ ） そ の 他 留 意 事 項  

指 定 管 理 者 の 募 集 時 に 留 意 す べ き 事 項 に つ い て は 以 下 の と お り と

す る 。  

①  応 募 の 判 断 に 十 分 な 情 報 や デ ー タ の 提 供 に つ い て  

  公 募 に よ っ て 、 広 く 提 案 を 受 け 、 指 定 管 理 者 制 度 の 本 来 の 目 的

を 達 成 す る た め に も 、 事 業 の 実 施 条 件 や 仕 様 書 を 明 確 に し 、 特 に

新 規 に 応 募 す る 団 体 に 対 し て 、 光 熱 水 費 の 内 訳 を 含 む 管 理 経 費 の

内 容 を 含 め て 十 分 な 情 報 や デ ー タ が 与 え ら れ る よ う に 、 募 集 要 項

等 の 作 成 に お い て 特 に 留 意 す る こ と 。  

②  応 募 団 体 名 、 提 案 内 容 及 び 審 査 点 数 等 の 公 表 に つ い て  

応 募 団 体 か ら の 申 請 書 及 び 提 案 内 容 等 の 関 係 書 類 に つ い て は 、

公 文 書 と な り 、 指 定 後 、 情 報 公 開 請 求 の 対 象 と な り 得 る 旨 や 、

選 定 後 、 応 募 の あ っ た 団 体 名 を 公 表 す る こ と 、 ま た 審 査 結 果 に

つ い て は 、 選 定 さ れ な か っ た 団 体 名 を 除 い た 形 で 点 数 及 び 総 評

に つ い て 公 表 す る 旨 を 、 募 集 要 項 等 に 記 載 す る こ と 。  

な お 、 関 係 書 類 の う ち 、 公 開 す る 書 類 と し て 、 別 途 、 応 募 事

業 者 に 公 開 用 の 事 業 提 案 概 要 書 の 提 出 を 求 め る こ と と す る 。  

③   候 補 者 の 資 格 を 失 う 場 合 に つ い て の 明 示  

選 定 後 、 候 補 者 が 指 定 管 理 者 と し て の 指 定 を 受 け る ま で の 間

に 規 則 に 定 め る 事 由 に 該 当 し た 場 合 は 候 補 者 と し て の 資 格 を 失

う も の と す る 旨 を 募 集 要 項 等 に 記 載 す る こ と 。  
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第第第第 ５５５５     指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者 のののの 選 定選 定選 定選 定 にににに 関関関関 す るす るす るす る 事 項事 項事 項事 項     

    

１１１１ ．．．． 指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者 のののの 選 定 委 員選 定 委 員選 定 委 員選 定 委 員 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

（ １ ） 選 定 委 員  

  指 定 管 理 者 候 補 の 選 定 に あ た っ て は 、各 施 設 の 所 管 部 局 に お い て 、

要 綱 に よ り 、複 数 の 学 識 経 験 者 等 を 選 定 委 員 と し て 選 任 す る 。【 参 考

資 料 ２ 】  

 

（ ２ ） 選 定 委 員 の 構 成 及 び 人 数  

  選 定 委 員 を 選 任 す る 場 合 に あ っ て は 、委 員 の 数 は ７ 名 以 内 と す る 。 

ま た 、 指 定 管 理 者 に 公 の 施 設 の 管 理 代 行 を 行 わ せ る と い う こ と に

鑑 み 、 選 定 の 透 明 性 、 公 平 性 を 高 め る 観 点 か ら 、 選 定 委 員 の 構 成 に

お い て 、 市 職 員 が 占 め る 割 合 を 半 数 以 下 と し 、 施 設 を 所 管 す る 所 属

長 に つ い て は 、 選 定 委 員 と し な い こ と と す る 。  

な お 、 施 設 の 類 似 性 の 観 点 か ら 、 各 部 局 に お い て 複 数 施 設 の 指 定

管 理 者 に 係 る 選 定 委 員 を 同 一 と す る こ と は 差 し 支 え の な い も の と す

る 。  

 

（ ３ ） 応 募 団 体 と 利 害 関 係 を 有 す る 者 に 対 す る 留 意  

  選 定 委 員 は 、 自 ら が 所 属 し て い る 又 は 直 接 の 利 害 関 係 を 有 す る 団

体 が 応 募 す る 指 定 管 理 者 の 選 定 に 関 与 す る こ と が で き な い 。  

 

 

２２２２ ．．．． 選 定選 定選 定選 定 のののの 方 法方 法方 法方 法 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

（ １ ） 選 定 基 準 お よ び 評 価 得 点 の 配 分 の 考 え 方  

条 例 に 定 め る 選 定 基 準 を 基 本 に 各 施 設 の 性 質 又 は 目 的 に 応 じ て そ

の 内 容 を 設 定 す る と と も に 、 基 準 毎 に 評 価 得 点 の 配 分 を 行 い 、 合 計

得 点 を 設 定 す る も の と す る 。  

な お 、 施 設 の 適 正 な 管 理 運 営 と 一 定 レ ベ ル を 担 保 す る た め 、 合 計

得 点 に 対 す る 最 低 基 準 点 を 定 め る 場 合 は 、 合 計 得 点 の ６ ０ ％ に 設 定

す る こ と と す る 。ま た 、条 例 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 定 め る 選 定 基 準（ 次

に 示 す 例 示 の ① ～ ⑤ の レ ベ ル ） 毎 の 各 評 価 項 目 の 評 価 得 点 の 合 計 が

無 得 点 （ ０ 点 ） と な っ た 場 合 は 、 他 の 選 定 基 準 に お け る 評 価 得 点 の

状 況 を 問 わ ず 、 候 補 者 と し て 選 定 し な い こ と を 募 集 要 項 等 に 事 前 に

明 記 す る こ と と す る 。  

ま た 、 個 々 の 評 価 項 目 の う ち 、 各 施 設 の 性 質 や 目 的 に 照 ら し て 管

理 運 営 上 重 要 と 考 え ら れ る 項 目 に つ い て は 、 別 途 評 価 得 点 に ウ エ イ
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ト 付 け を 行 う こ と が で き る も の と し 、 各 評 価 項 目 は 、 以 下 に 示 す 視

点 を 参 考 に 作 成 す る こ と と す る 。  

 

【 条 例 に 定 め る 選 定 基 準 と そ の 視 点 の 例 示 】  

①   利 用 者 の 平 等 な 利 用 の 確 保 及 び サ ー ビ ス の 向 上 が 図 ら れ る も

の で あ る こ と （ 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 ）。  

・ 施 設 の 設 置 目 的 を 達 成 で き る か 。  

・ 市 の 施 設 運 営 の 方 針 と 合 致 し て い る か 。  

・ 社 会 的 弱 者 へ の 配 慮 は 適 正 か 。  

・ 市 民 の 声 が 反 映 さ れ る し く み が あ る か 。  

・ 事 業 の 内 容 に 偏 り が な い か 。  

・ サ ー ビ ス 向 上 の 取 り 組 み 内 容 は 適 切 か 。  

・ 自 主 事 業 へ の 取 り 組 み 提 案 は 適 正 か 。  

②   公 の 施 設 の 効 用 を 最 大 限 に 発 揮 す る も の で あ る こ と （ 条 例 第

４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 ）。  

・ 市 内 企 業 （ 団 体 等 ） の 育 成 に 資 す る か 。  

・ 利 用 拡 大 の た め の 活 動 （ 広 報 啓 発 等 ） は 適 正 か 。  

・ 地 域 、 関 係 機 関 等 と の 連 携 は 図 ら れ て い る か 。  

・ 市 民 参 加 ・ 市 民 協 働 へ の 取 り 組 み は 図 ら れ て い る か 。  

③   公 の 施 設 の 適 切 な 維 持 及 び 管 理 が 図 ら れ る と と も に 、 そ の 管

理 に 係 る 経 費 の 縮 減 が 図 ら れ る も の で あ る こ と（ 条 例 第 ４ 条 第 １

項 第 ３ 号 ）。  

・ 効 率 的 、 効 果 的 な 施 設 管 理 （ 維 持 管 理 ） が 行 わ れ る か 。  

・ 緊 急 時 の 対 応 等 、 安 全 管 理 は 適 正 か 。  

・ 市 が 積 算 す る 管 理 運 営 経 費 内 で の 運 営 が 可 能 か 。  

④   公 の 施 設 の 管 理 を 安 定 し て 行 う 人 員 、 資 産 そ の 他 の 経 営 の 規

模 及 び 能 力 を 有 し て お り 、又 は 確 保 で き る 見 込 み が あ る こ と（ 条

例 第 ４ 条 第 １ 項 第 ４ 号 ）。  

・ 収 支 計 画 に 沿 っ た 事 業 実 施 は 可 能 か 。  

・ 職 員 体 制 及 び 労 働 条 件 及 び 福 祉 は 十 分 か 。  

・ 職 員 採 用 、 確 保 の 方 策 は 適 切 か 。  

・ 職 員 の 研 修 体 制 は 適 切 か 。  

・ 財 務 状 況 は 健 全 か 。  

・ 金 融 機 関 等 の 支 援 体 制 は 十 分 か 。  

・ 類 似 施 設 の 良 好 な 経 営 実 績 は あ る か 。  

⑤   そ の 他 市 長 が 公 の 施 設 の 性 質 又 は 目 的 に 応 じ て 別 に 定 め る 基

準 （ 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 第 ５ 号 ）  

・ 環 境 へ の 取 り 組 み は 十 分 か 。  
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・ 障 害 者 等 就 職 困 難 者 層 の 雇 用 創 出 に 対 す る 取 り 組 み は 図 ら れ

て い る か 。  

・ 個 人 情 報 保 護 及 び 秘 密 の 保 持 に 関 す る 措 置 は 適 正 か 。  

・ 団 体 の 経 営 モ ラ ル は 適 正 か 。  

・ 指 定 管 理 者 に よ る セ ル フ モ ニ タ リ ン グ の 手 法 は 適 切 か 。  

・ そ の 他  

    

（ ２ ） 評 価 基 準 の 考 え 方  

        評 価 基 準 の 段 階 に つ い て は 、 以 下 の 例 を 参 考 に 、 各 評 価 項 目 の 配

点 に 応 じ た 適 切 な 評 価 が 実 施 で き る よ う に 設 定 す る も の と す る 。  

な お 、 記 載 が な い も の 等 に つ い て は 無 得 点 （ ０ 点 ） と す る 。  

 

 【 ３ 段 階 の 場 合 の 評 価 基 準 例 】 ※ 不 可 を 含 め る と 4 段 階  

評 価 基 準  評 価 点  

優  

 

全 体 的 に 優 れ た 内 容 と な っ て い る 。 ま た 特 に 高 く 評 価

す べ き 提 案 と な っ て い る 。  
３  

 

良  

 

一 定 の 配 慮 や 工 夫 が な さ れ て お り 評 価 で き る が 、 特 に

優 れ た 提 案 は な さ れ て い な い 。  
２  

 

可  特 に 評 価 す べ き 配 慮 や 工 夫 は 見 ら れ な い 。  

 
１  

不 可  記 載 な し 、 又 は 、 適 正 な 管 理 運 営 に 支 障 を き た す お そ

れ の あ る 提 案 と な っ て い る 。  
０  

  

【 ５ 段 階 の 場 合 の 評 価 基 準 例 】 ※ 不 可 を 含 め る と ６ 段 階  

評 価 基 準  評 価 点  

優 れ た 内 容  全 体 的 に 優 れ た 内 容 と な っ て い る 。ま た 特 に 高 く

評 価 す べ き 提 案 と な っ て い る 。  
５  

 

や や 優 れ た 内 容  一 定 の 配 慮 や 工 夫 が な さ れ て お り 評 価 で き る 。ま

た 、 優 れ た 提 案 が な さ れ て い る 部 分 も あ る 。  
４  

標 準 的 な 内 容  一 定 の 配 慮 や 工 夫 が な さ れ て お り 評 価 で き る が 、

特 に 優 れ た 提 案 は な さ れ て い な い 。  
３  

 

や や 劣 っ た 内 容  評 価 す べ き 配 慮 や 工 夫 が な さ れ て い る 部 分 は あ

ま り な く 、 全 体 的 に は や や 劣 っ た 提 案 で あ る 。  
２  

劣 っ た 内 容  特 に 評 価 す べ き 配 慮 や 工 夫 は 見 ら れ な い 。  

 
１  

不 可  記 載 な し 、又 は 、適 正 な 管 理 運 営 に 支 障 を き た す

お そ れ の あ る 提 案 と な っ て い る 。  
０  

    重 要 事 項 の ウ エ イ ト 付 は 、 上 記 の 評 価 点 に 一 定 の 係 数 を 乗 じ る 。  

    

（ ３ ） 選 定 の 方 法     

応 募 団 体 か ら 提 出 さ れ た 申 請 書 を も と に 、 各 施 設 の 所 管 部 局 に お
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い て 選 任 さ れ た 選 定 委 員 が 評 価 し 、 選 定 基 準 に 照 ら し て 総 合 的 に 審

査 し て 施 設 の 管 理 を 代 行 さ せ る に あ た り 最 も 適 当 で あ る と 認 め る 団

体 を 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 と し て 選 定 す る （ 条 例 第 ４ 条 ）。  

選 定 に 際 し て は 、 選 定 委 員 と し て 選 任 し た 複 数 の 学 識 経 験 者 等 の

意 見 を 聴 取 し て 行 う こ と と す る が 、 指 定 管 理 者 と し て 指 定 し た 団 体

が 倒 産 等 に よ り 管 理 を 継 続 で き な い 状 況 が 発 生 し 、 緊 急 に 新 た な 指

定 管 理 者 の 選 定 を 行 わ な け れ ば な ら な い 場 合 は 、 意 見 聴 取 を 行 わ な

い こ と が で き る も の と す る （ 条 例 第 １ ５ 条 ）。  

ま た 、 選 定 の 際 に 、 選 定 委 員 が 応 募 団 体 か ら 直 接 説 明 （ 面 談 ・ プ

レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 等 ） を 受 け る 場 合 は 、 応 募 団 体 の 名 称 等 を 伏 せ る

な ど 、 透 明 性 ・ 公 平 性 が 担 保 さ れ る よ う 、 い わ ゆ る プ ロ ポ ー ザ ル 選

定 に 準 じ た 手 法 に て 選 定 を 行 う こ と を 原 則 と す る 。  

 

（ ４ ） 非 公 募 に よ る 場 合 の 選 定 に つ い て  

公 募 に よ ら ず 選 定 す る 場 合 に お い て も 、 前 記 （ １ ） の 選 定 基 準 の

考 え 方 で 示 し た 選 定 基 準 に 照 ら し て 、 指 定 管 理 者 と し て の 適 格 性 を

選 定 委 員 が 総 合 的 に 評 価 し 、 選 定 基 準 で 示 す 最 低 基 準 点 を 超 え 、 施

設 管 理 を 代 行 さ せ る こ と が 適 正 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 、 候

補 者 と し て 選 定 す る こ と と す る （ 条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 ）。  

ま た 、 当 該 選 定 に お い て 、「 事 業 効 果 が 相 当 程 度 期 待 で き る 」、「 公

募 を 行 わ な い こ と に 合 理 的 な 理 由 が あ る 」 こ と に つ き 、 適 切 で あ る

か ど う か に つ い て も 評 価 を 行 い 、 特 に 学 識 経 験 者 等 の 選 定 委 員 に は

当 該 事 項 に つ き 、意 見 聴 取 を 行 い 、透 明 性 、公 平 性 を 確 保 す る こ と 。  

 

（ ５ ） １ 団 体 し か 応 募 が な い 場 合 の 選 定 に つ い て  

 指 定 管 理 者 の 指 定 は 、 行 政 処 分 の 一 種 で あ り 、 地 方 自 治 法 第 ２ ３

４ 条 の 契 約 に 関 す る 規 定 の 適 用 外 と な る が 、 公 の 施 設 の 管 理 を 代 行

さ せ る と い う 観 点 か ら 、 そ の 適 正 か つ 効 率 的 な 管 理 を 可 能 と す る も

の で な け れ ば な ら な い 。  

 従 っ て 、 応 募 が １ 団 体 の 場 合 で あ っ て も 無 条 件 に 指 定 管 理 者 の 候

補 者 と は せ ず に 、 選 定 基 準 に 照 ら し て 、 指 定 管 理 者 と し て の 適 格 性

を 選 定 委 員 が 総 合 的 に 評 価 し 、 選 定 基 準 で 示 す 最 低 基 準 点 を 超 え 、

施 設 管 理 を 代 行 さ せ る こ と が 適 正 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 候

補 者 と し て 選 定 す る こ と と す る 。  
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３３３３ ．．．． 選 定 過 程選 定 過 程選 定 過 程選 定 過 程 等等等等 にににに 係係係係 るるるる 情 報情 報情 報情 報 のののの 公 開公 開公 開公 開 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

現 在 、 会 議 の 公 開 に つ い て は 、 外 部 の 委 員 を 含 む 審 議 会 等 は 原 則

公 開 で あ り 、 行 政 関 係 職 員 の み で 構 成 さ れ て い る も の は 対 象 外 と さ

れ て い る 。  

指 定 管 理 者 の 選 定 に か か る 過 程 を 、 指 定 管 理 者 の 決 定 前 に 公 開 の

対 象 と す る こ と は 、 適 切 な 意 見 や 考 え 方 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す お そ

れ が あ る た め 、 非 公 開 の 取 扱 い と す る 。  

し か し な が ら 、 選 定 が 終 了 し た 後 の 当 該 選 定 過 程 に か か る 記 録 等

に つ い て は 、 原 則 公 開 と す る 。  

ま た 、 選 定 委 員 名 簿 の 取 り 扱 い に つ い て は 、 当 該 委 員 の 所 管 に か

か る 指 定 管 理 者 候 補 者 の 選 定 が 全 て 終 了 し た 場 合 に つ い て は 、 任 期

中 で あ っ て も 、 指 定 管 理 者 の 指 定 議 案 を 提 出 す る 時 点 に お い て 、 当

該 選 定 委 員 名 簿 に つ い て 原 則 公 開 と す る こ と か ら 、 あ ら か じ め 、 そ

の 旨 を 説 明 し 、 各 委 員 の 了 解 を 得 る こ と と す る 。  

 

 

【【【【指定管理者選定指定管理者選定指定管理者選定指定管理者選定にかかるにかかるにかかるにかかる関係書類関係書類関係書類関係書類のののの公開公開公開公開のののの考考考考ええええ方方方方】】】】    

＜＜＜＜留意点留意点留意点留意点＞＞＞＞     

・・・・応募事業者応募事業者応募事業者応募事業者からからからから市市市市にににに提出提出提出提出されたされたされたされた 関係書類関係書類関係書類関係書類はすべてはすべてはすべてはすべて市市市市 のののの公文書公文書公文書公文書となりとなりとなりとなり、、、、公開公開公開公開

のののの是非是非是非是非のののの対象対象対象対象 となるとなるとなるとなる。。。。     

・・・・関係書類関係書類関係書類関係書類についてはについてはについてはについては法人情報法人情報法人情報法人情報もももも 含含含含まれるがまれるがまれるがまれるが、、、、募集要項募集要項募集要項募集要項 であらかじめであらかじめであらかじめであらかじめ「「「「公文公文公文公文

書書書書となりとなりとなりとなり、、、、公開対象公開対象公開対象公開対象になりになりになりになり得得得得るるるる」」」」 旨旨旨旨のののの告知告知告知告知をををを 行行行行うこととするうこととするうこととするうこととする。。。。     

・・・・下記下記下記下記 のののの表表表表においてにおいてにおいてにおいて、、、、公開対象公開対象公開対象公開対象とするとするとするとする書類書類書類書類についてはについてはについてはについては、、、、情報公開情報公開情報公開情報公開 室室室室にににに配架配架配架配架 すすすす

ることとするることとするることとするることとする 。。。。     

・・・・応募事業者応募事業者応募事業者応募事業者にににに公開公開公開公開をををを前提前提前提前提としたとしたとしたとした 事業提案事業提案事業提案事業提案のののの 概要書概要書概要書概要書のののの 提出提出提出提出をををを求求求求めることめることめることめることとととと すすすす

るるるる。。。。（（（（なおなおなおなお、、、、詳細詳細詳細詳細 なななな事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書、、、、収支計算書等収支計算書等収支計算書等収支計算書等のうちのうちのうちのうち、、、、八尾市公文書公開八尾市公文書公開八尾市公文書公開八尾市公文書公開

条例第条例第条例第条例第 6666条第条第条第条第 2222号号号号にににに規定規定規定規定するするするする「「「「法人等法人等法人等法人等にににに関関関関するするするする 情報情報情報情報」」」」にににに該当該当該当該当するものはするものはするものはするものは、、、、非非非非

公開公開公開公開 とするとするとするとする。）。）。）。）     
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＜＜＜＜公開公開公開公開のののの考考考考ええええ 方方方方＞＞＞＞     

選 定 団 体 決 定 後  

（議案提出後） 
文書名  

選 定 団

体 決 定

前  
選定

団体  

落選

団体  

備  考  

応 募 団 体 名

(*1) 
△  ○  

事 業 提 案 概

要書  (*2) 
× ○  

事業計画書  

収 支 計 算 書

(*3) 

× △  

応

募

書

類  

その他の  

提出書類  
× × 

(*1)応 募 団 体 名 につい て は 、応 募に 際 し

て 事 前 の 資 格 審 査登録 等 を 課 す 場 合

を 除 き 、応 募の 時 点で 原 則 公 開 可 能 と

す る 。  

(*2)公 開 用 の 概 要書を 応 募 者 に 別 途 提

出 さ せ る 。 （ 応 募者名 、 事 業 計 画 の 概

要 、 事 業 計 画 額 などを 明 記 ） 。  

(*3)事 業 計 画 書 、収支 計 算 書 等 の う ち、

八 尾 市 公 文 書 公 開条例 第 6条 第 2号 に

規 定 す る「 法 人等 に関 す る 情 報 」に該

当 す る も の は 、 非公開 と す る 。  

採点票  

（ 評 価 項 目 の 配

点を含む）  

× ○  

・選 定 過 程 や採 点 結果 に つ い て も 公 表を

す る と い う こ と を募集 要 項 に 明 記 す

る 。  

・団 体 名 は 、指定 管 理者 候 補 者 を 除 き Ａ、

Ｂ 、 Ｃ 等 で 表 示 し、採 点 表 に お け る 団

体 の 表 示 と 事 業 提案概 要 書 の 番 号 附 番

等 に つ い て は 連 関しな い も の と す る 。  

・点 数 は 、選 定委 員 の総 得 点 で 表 示 す る。 

募集要項  ○  ○   

選定委員名簿  × △  
・ 任 期 中 で あ って も、当 該 委 員 の 所管 に

か か る 指 定 管 理 者候補 者 の 選 定 が 全

て 終 了 し た 時 点 で公開 と す る 。  

選 定 過 程 の 内 容

（ 選 定 委 員 の 構

成を含む）  

× ○  

学 識 経 験 者 等 の

意見の内容  
× ○  

・ 公 表 資 料 は、ポ イン ト を 押 さ え た 分か

り や す い も の を 作成す る も の と し 、 選

定 委 員 に お い て 適正な 選 定 が 行 わ れ た

こ と や 学 識 経 験 者等に よ る 客 観 的 な 評

価 が 分 か る よ う 簡潔な も の と す る 。  

・選 定 委 員 の 構 成（肩 書 等 ）は 、公 表 資

料 に 含 む こ と と する。  

協 定 書   ○  ―  ・ 指 定 開 始 後 に 公開と す る 。  

事 業 報 告・収 支 報

告  
 ○  ―  

・ 報 告 書 提 出 後 （９月 議 会 報 告 後 ）  

＜ そ の 他 留 意 事 項＞  

・ 申 請 書 に 記 載 されて い る 個 人 情 報 （職歴 、 住 所 、 電 話 番号等 。 た だ し 、 法 人の代 表

者 等 に 関 す る も のは除 く 。 ） は 非 公 開とす る 。  

・ 申 請 書 に 添 付 された 団 体 へ の 公 認 会計士 や 銀 行 等 の 評 価が記 載 さ れ た 書 類 、選定 過

程 の 評 価 等 で 法 人等の 社 会 的 評 価 等 が損な わ れ る と 認 め られる 情 報 は 非 公 開 とす

る 。  

・ 団 体 等 の 技 術 、営業 、 販 売 等 の ノ ウハウ で 公 開 す る こ とによ り 不 利 益 を 生 じるも の

は 非 公 開 と す る 。  

・ 選 定 過 程 に お ける記 録 等 で 、 公 開 するこ と に よ り 、 行 政内部 の 自 由 な 意 見 交換や 情

報 交 換 が 妨 げ ら れるこ と が 明 ら か な 情報は 非 公 開 に す る 。  

    



 

 ２２ 

    

＜＜＜＜選 定 団 体選 定 団 体選 定 団 体選 定 団 体 のののの一 般 公 表一 般 公 表一 般 公 表一 般 公 表 のののの考考考考 ええええ方方方方 ＞＞＞＞     

 議 会 での議 案 審 議 、議 決 を経 た後 、公 の施 設 管 理 を行 わせることになった選 定 団 体 につい

て、選 定 結 果 も含 め、市 のホームページで公 表 するものとする。  

 （公 表 項 目 ）  

１ ． 対 象 施 設 名 称  ２ ． 指 定 期 間  ３ ． 指 定 管 理 者 （ 名 称 ・ 代 表 者 ・ 所 在 地 ）       

４．選 定 結 果 （応 募 団 体 数 及 び選 定 団 体 の獲 得 した評 点 ） ５．選 定 経 過   

                                                                        

    

    

    

    

    

    

    

※ホームページ公 表 のひな型  

          八 尾 市 立 ●●●●●指 定 管 理 者 の決 定 について  

１．対 象 施 設    八 尾 市 立 ●●●●●  

           （八 尾 市 △△町 ○－○－○）  

２．指 定 期 間    平 成 ●●年 ４月 １日 ～平 成 ●●年 ３月 ３１日  

３．指 定 管 理 者  名  称 ：△△△△  

            代 表 者 ： 代 表 者 肩 書 き ×× ××  

            所 在 地 ：大 阪 府 ●●市 ○○町 ◇－◇－◇  

４．選 定 結 果   本 施 設 の指 定 管 理 者 に係 る事 業 提 案 募 集 に対 して、●団 体 から事

業 の提 案 がありました。応 募 者 から提 出 された書 類 等 を慎 重 に審 査 した結 果 、上 記

団 体 が総 合 点 数 ○○○点 （●●●●点 満 点 ）の最 も優 秀 な評 点 を獲 得 しました。同

団 体 は、当 該 施 設 の指 定 管 理 者 の候 補 として、平 成 ○○年 ●月 の八 尾 市 議 会 定

例 会 にて議 案 審 議 を経 た後 、議 決 を得 て、この度 、正 式 決 定 したものです。  

５．選 定 経 過  

公 募 の周 知 方 法      市 政 だより●月 号 及 び八 尾 市 ホームページ 

募 集 要 項 の配 布      平 成 ○○年 ○月 ○日 ～○月 ○日  

現 地 説 明 会         平 成 ○○年 ○月 ○日  

提 案 受 付 期 間       平 成 ○○年 ○月 ○日 ～○月 ○日  

候 補 者 の選 定       平 成 ○○年 ○月 ○日  

市 議 会 での議 決      平 成 ○○年 ○月 ○日  



 

 ２３ 

    

第第第第 ６６６６     指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者 とととと のののの 協 定協 定協 定協 定 にににに 関関関関 す るす るす るす る 事 項事 項事 項事 項     
 

１１１１ ．．．． 協 定 事 項協 定 事 項協 定 事 項協 定 事 項 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

（ １ ） 基 本 協 定 の 締 結  

指 定 管 理 者 が 公 の 施 設 の 管 理 代 行 を 行 う に あ た っ て は 、 議 会 の 議

決 後 に 、 事 業 計 画 、 業 務 の 範 囲 な ど 、 指 定 期 間 全 体 に 共 通 す る 、 管

理 の た め に 必 要 な 事 項 に つ い て 、 管 理 運 営 の 開 始 ま で の 間 に 、 基 本

協 定 （ 以 下 「 協 定 」 と い う 。） を 締 結 す る 。【 参 考 資 料 ４ 】  

協 定 で 締 結 す る 内 容 は 以 下 の と お り で あ る （ 条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 ）。 

１ ） 指 定 期 間 に 関 す る 事 項  

 ２ ） 事 業 計 画 に 関 す る 事 項  

 ３ ） 利 用 料 金 に 関 す る 事 項  

 ４ ） 事 業 報 告 及 び 業 務 報 告 に 関 す る 事 項  

 ５ ） 本 市 が 支 払 う べ き 管 理 費 用 （ 指 定 管 理 料 ） に 関 す る 事 項  

 ６ ） 指 定 の 取 消 し 及 び 管 理 業 務 の 停 止 に 関 す る 事 項  

 ７ ） 管 理 業 務 を 行 う に 当 た っ て 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 及 び 情 報  

の 公 開 に 関 す る 事 項  

 ８ ） そ の 他 公 の 施 設 の 管 理 を 適 正 に 行 わ せ る た め に 市 長 が 必 要 と  

認 め る 事 項  

ま た 、 ８ ） と し て 、 以 下 を 例 示 す る 。  

①  不 服 申 立 て 等 の 取 扱 い  

②  事 業 報 告 書 の 提 出 書 類 の 内 容  

③  備 品 、 改 築 費 用 等 の 費 用 負 担  

④  基 本 的 な 業 務 の 範 囲  

⑤  業 務 の 引 継 ぎ 方 法  

⑥  リ ス ク へ の 対 応  

⑦  財 産 の 破 損 の 場 合 の 求 償 事 務 等 の 取 扱 い  

⑧  指 定 管 理 者 の 都 合 に よ り 指 定 を 取 り 消 す 場 合 の 損 害 賠 償 及

び 違 約 金  

⑨  当 該 管 理 運 営 事 業 に 係 る 会 計 の 独 立 (区 分 経 理 )を な す べ き

こ と 。  

⑩  再 委 託 の 取 扱 い (再 委 託 を 禁 止 す る 業 務 の 範 囲 及 び 再 委 託

先 が 暴 力 団 等 及 び 暴 力 団 関 係 者 等 で あ っ た 場 合 の 再 委 託 の 契

約 先 変 更 等 の 改 善 措 置 に つ い て 等 ) 

⑪  当 該 管 理 運 営 事 業 の 実 施 に つ い て 、 暴 力 団 等 に よ る 妨 害 や

不 当 な 要 求 そ の 他 の 公 の 施 設 の 管 理 運 営 等 へ の 不 当 介 入 行 為

（ 再 委 託 先 含 む ） を 受 け た 場 合 の 市 へ の 報 告  



 

 ２４ 

 

（ ２ ） 年 度 別 協 定 の 締 結  

指 定 期 間 の 年 度 ご と に 、 基 本 協 定 に 基 づ く 年 度 別 協 定 を 締 結 す る 。 

年 度 別 協 定 で は 、当 該 年 度 に お け る 指 定 管 理 業 務 の 細 目 や 指 定 管 理

料 の 金 額 及 び 支 払 い 期 限 等 、当 該 年 度 に お い て 特 に 定 め る べ き 事 項 等

に つ い て 取 り 決 め る こ と と す る 。  

 

2222．．．． 個 人 情 報 等個 人 情 報 等個 人 情 報 等個 人 情 報 等 のののの 取 扱取 扱取 扱取 扱 い に つ い てい に つ い てい に つ い てい に つ い て     

指 定 管 理 者 が 管 理 代 行 を 行 う に あ た り 、個 人 情 報 の 取 扱 い 及 び 情 報

公 開 に つ い て は 、協 定 に 締 結 す べ き 事 項 と し 、指 定 管 理 者 が 業 務 に 関

し て 知 り 得 た 個 人 情 報 を み だ り に 他 人 に 知 ら せ 、又 は 不 当 な 目 的 に 使

用 し た 場 合 は「 八 尾 市 個 人 情 報 保 護 条 例 」が 適 用 さ れ 罰 則 が 課 せ ら れ

る も の と す る と と も に 当 該 公 の 施 設 の 管 理 に 関 し 知 り 得 た 秘 密 を 他

に 漏 ら し 、又 は 自 己 の 利 益 の た め に 利 用 し 、若 し く は 不 当 な 目 的 に 使

用 し て は な ら な い こ と と す る 。ま た 、実 施 機 関 に つ い て も 適 正 管 理 の

義 務 を 負 う こ と と す る 。  

あ わ せ て 、情 報 公 開 を 義 務 づ け た「 八 尾 市 公 文 書 公 開 条 例 」が 適 用

さ れ る も の と す る 。  

⇒  八 尾 市 個 人 情 報 保 護 条 例 、八 尾 市 公 文 書 公 開 条 例 に つ き 、八 尾

市 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

16年 八 尾 市 条 例 第 22号 ） 附 則 に よ り 改 正 済 ： 平 成 16年 10月 １

日 施 行  

    

3. 3. 3. 3. 指 定 管 理 料指 定 管 理 料指 定 管 理 料指 定 管 理 料 のののの 取 扱取 扱取 扱取 扱 い に つ い てい に つ い てい に つ い てい に つ い て     

指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 し た 当 初 に お い て は 、 指 定 管 理 料 に つ い て

は 、 指 定 管 理 に か か る コ ス ト の 把 握 等 の た め に 、 年 度 協 定 上 で 単 年

度 の 協 定 を 行 っ て き た と こ ろ で あ る 。  

し か し 、 指 定 管 理 者 制 度 が 導 入 さ れ て か ら ３ 年 が 経 過 し 、 利 用 料

金 制 度 そ の 他 指 定 管 理 者 制 度 の ノ ウ ハ ウ が 蓄 積 さ れ た こ と を 受 け 、

平 成 ２ ０ 年 度 か ら は 、 新 規 に 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 す る 施 設 以 外 に

つ い て の 指 定 管 理 料 の 予 算 化 に あ た っ て は 、 協 定 内 容 が 複 数 年 に ま

た が る 場 合 は 債 務 負 担 行 為 を 設 定 し て 、 予 算 と 協 定 の 整 合 性 を 図 る

こ と と す る 。  

ま た 、 指 定 管 理 料 は 原 則 と し て 定 額 払 い 方 式 と す る 。 た だ し 、 指

定 管 理 者 の 利 用 料 金 制 に 基 づ く 収 入 が 過 大 と な る 場 合 や そ の 他 施 設

の 特 性 上 必 要 な 場 合 等 に つ い て は 、 あ ら か じ め 協 定 に よ り 、 指 定 管

理 料 を 精 算 す る こ と が で き る も の と す る 。  

そ の 他 、 施 設 の 特 性 や 状 況 に よ り 債 務 負 担 行 為 が 設 定 で き な い 場



 

 ２５ 

合 に あ っ て は 、 所 管 部 局 と 財 政 課 と の 調 整 を 行 い 、 適 切 な 対 応 を 取

る こ と と す る 。  

な お 、 直 営 部 分 と 併 設 の 施 設 に つ い て は 、 指 定 管 理 者 の 創 意 工 夫

が 働 き に く い 状 況 が 生 じ る ケ ー ス が 考 え ら れ る こ と か ら 、 直 営 部 分

と の 経 費 の 切 り 分 け が 可 能 な 場 合 は 切 り 分 け を 行 っ た う え で 、 直 営

部 分 の 経 費 に つ い て は 、 あ ら か じ め 協 定 に よ り 、 指 定 管 理 料 を 精 算

す る こ と が で き る 旨 の 定 め が で き る よ う に す る 。  

※ 「 定 額 払 い 方 式 」 に お い て は 、 管 理 経 費 を 企 業 努 力 に よ り 節 減 し た 場 合 は

収 益 に 、管 理 経 費 が 増 大 し た 場 合 は 損 失 と な る 。ま た 、利 用 料 金 制 度 に よ

る 場 合 は 、利 用 料 金 収 入 の 増 減 分 は 、そ の ま ま 指 定 管 理 者 の 収 益 又 は 損 失

と な る 。  

※ 「 精 算 方 式 」 と は 、 指 定 管 理 料 に 不 足 が あ れ ば 追 給 し 、 余 剰 が あ れ ば 返 還

さ せ る 方 式 を い う 。  

    



 

 ２６ 

    

第第第第 ７７７７     指 定 管 理指 定 管 理指 定 管 理指 定 管 理 者者者者 のののの 業 務 監 視 等業 務 監 視 等業 務 監 視 等業 務 監 視 等 にににに 関関関関 す るす るす るす る 事 項事 項事 項事 項     
 

１１１１ ．．．． モ ニ タ リ ン グモ ニ タ リ ン グモ ニ タ リ ン グモ ニ タ リ ン グ に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

（ １ ） 定 期 的 な 確 認  

指 定 管 理 者 は 、 毎 年 度 終 了 後 60 日 以 内 に 、 事 業 報 告 書 を 市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い（ 条 例 第 ９ 条 ）。ま た 、提 出 さ れ た 報 告 書 等

の 資 料 に つ い て は 、 各 施 設 の 所 管 部 局 に お い て 内 容 等 を チ ェ ッ ク し

た 上 で 、 議 会 に 対 し て 報 告 を 行 う （ 通 常 は ９ 月 議 会 ）。  

な お 、 サ ー ビ ス 提 供 の 適 否 に つ い て 、 毎 月 か ら 四 半 期 の 間 隔 で モ

ニ タ リ ン グ （ 業 務 監 視 ） を 実 施 す る こ と と す る 。  

実 施 内 容 と し て は 、 以 下 の と お り で あ る 。  

 

①  モ ニ タ リ ン グ の チ ェ ッ ク シ ー ト に よ る モ ニ タ リ ン グ 実 施  

所 管 部 局 に お い て 選 定 基 準 の 内 容 を 基 本 と し て 、 そ の 他 協 定 内

容 に 定 め る 項 目 を 参 考 に 、 モ ニ タ リ ン グ の チ ェ ッ ク シ ー ト を 作 成

し 、 実 施 す る 。  

②  市 に よ る 利 用 者 ア ン ケ ー ト の 実 施 及 び ア ン ケ ー ト 結 果 報 告 書 の

作 成  

利 用 者 の 意 見 や 要 望 を 把 握 す る た め に 指 定 管 理 者 に お い て 利 用

者 ア ン ケ ー ト を 実 施 す る 場 合 の ほ か 、 所 管 部 局 に お い て 、 施 設 管

理 が 適 正 に 行 わ れ て い る か と い う 観 点 に よ る 利 用 者 ア ン ケ ー ト を

作 成 し 、 調 査 を 実 施 す る 。 調 査 結 果 に つ い て は 報 告 書 を 作 成 し 、

事 業 報 告 書 等 と 併 せ て 議 会 へ 報 告 を 行 う （ 通 常 は ９ 月 議 会 ）。  

 

 

【 利 用 者 ア ン ケ ー ト と し て 利 用 者 か ら 聴 取 す べ き 視 点 の 例 示 】  

アアアア     利 用 者利 用 者利 用 者利 用 者 のののの 平 等平 等平 等平 等 なななな 利 用利 用利 用利 用 のののの 確 保 及確 保 及確 保 及確 保 及 びびびび サ ー ビ スサ ー ビ スサ ー ビ スサ ー ビ ス のののの 向 上向 上向 上向 上 がががが 図図図図 ら れ る も の でら れ る も の でら れ る も の でら れ る も の で

あ る こ とあ る こ とあ る こ とあ る こ と （（（（ 条 例 第条 例 第条 例 第条 例 第 ４４４４ 条 第条 第条 第条 第 １１１１ 号号号号 ））））。。。。     

・ 施 設 の 設 置 目 的 や 市 の 施 設 運 営 の 方 針 に 沿 っ た 管 理 運 営 が さ れ て い る

か 。  

・ 市 民 の 声 が 反 映 さ れ て い る か 。  

・ 事 業 の 内 容 に 偏 り が な い か 。  

・ サ ー ビ ス 向 上 の 取 組 み 内 容 は 適 切 か 。  

・ 利 用 時 に お い て 、 平 等 な 取 り 扱 い で な い と 感 じ る よ う な 点 は な か っ た

か 。  

イイイイ     公公公公 のののの 施 設施 設施 設施 設 のののの 効 用効 用効 用効 用 をををを 最 大 限最 大 限最 大 限最 大 限 にににに 発 揮発 揮発 揮発 揮 す る も の で あ る こ とす る も の で あ る こ とす る も の で あ る こ とす る も の で あ る こ と（（（（ 条 例 第条 例 第条 例 第条 例 第 ４４４４ 条 第条 第条 第条 第

２２２２ 号号号号 ））））。。。。     

・ 利 用 拡 大 の た め の 活 動 （ 広 報 啓 発 等 ） は 適 正 に さ れ て い る か 。  

・ 市 民 参 加 ・ 市 民 協 働 へ の 取 り 組 み は 図 ら れ て い る か 。  

ウウウウ     そ のそ のそ のそ の 他 市 長他 市 長他 市 長他 市 長 がががが 公公公公 のののの 施 設施 設施 設施 設 のののの 性 質 又性 質 又性 質 又性 質 又 はははは 目 的目 的目 的目 的 にににに 応応応応 じ てじ てじ てじ て 別別別別 にににに 定定定定 め るめ るめ るめ る 基 準基 準基 準基 準（（（（ 条条条条

例 第例 第例 第例 第 ４４４４ 条 第条 第条 第条 第 ５５５５ 号号号号 ））））     



 

 ２７ 

・ 個 人 情 報 保 護 及 び 秘 密 の 保 持 に 関 す る 措 置 は 適 正 か 。  

・ 団 体 の 経 営 モ ラ ル は 適 正 か 。  

・ 市 民 が 利 用 に 際 し て 安 全 ・ 安 心 と 感 じ る よ う な 管 理 運 営 が さ れ て い る

か 。  

・ 利 用 時 に お い て 、 暴 力 団 等 が 指 定 管 理 者 と 関 係 を 持 っ て い る よ う に 感

じ ら れ た こ と は な か っ た か 。  

・ 利 用 時 に お い て 、 不 審 に 感 じ る よ う な 点 は な か っ た か 。  

・ そ の 他  

（ 施 設 の 特 性 に 応 じ 、 施 設 管 理 が 適 正 に 行 わ れ て い る か と い う 観 点 で 質

問 項 目 を 設 定 ）  

  な お 、 ア ン ケ ー ト の 実 際 の 質 問 内 容 は 、 上 記 の 例 示 の 主 旨 と 対

象 と な る 施 設 の 特 性 も 踏 ま え た う え で 、 で き る 限 り 平 易 な 表 現 を

使 用 す る よ う に 努 め る も の と す る （ 上 記 の 視 点 の す べ て を 盛 り 込

む 必 要 は な い 。）。  

③  モ ニ タ リ ン グ 結 果 の 次 回 選 定 時 で の 活 用  

   モ ニ タ リ ン グ の 結 果 を 、次 回 の 選 定 時 に 適 切 に 反 映 で き る よ う 、

点 数 化 す る な ど 客 観 的 な 評 価 を 実 施 す る こ と 。  

④  そ の 他  

そ の 他 、必 要 に 応 じ て 指 定 管 理 者 に 報 告 書 等 の 提 出 を 求 め た り 、

実 地 調 査 を 行 う な ど 、 個 々 の 施 設 の 特 性 に 応 じ て 取 り 組 む こ と と

す る 。  

 

な お 、 モ ニ タ リ ン グ 実 施 の 結 果 、 指 定 管 理 者 の 業 務 が 基 準 を 満 た

し て い な い と 判 断 し た 場 合 、 指 定 管 理 者 に 必 要 な 改 善 措 置 を 講 じ る

よ う 通 知 や 是 正 勧 告 を 行 い 、 そ れ で も 改 善 が 見 ら れ な い 場 合 は 指 定

の 取 り 消 し 等 も 有 り う る （ 条 例 第 11 条 ）。  

 

（ ２ ） 臨 時 的 な 確 認  

各 施 設 の 所 管 部 局 は 、施 設 の 運 営 管 理 が 適 正 に 実 施 さ れ る た め に 、

常 時 、 指 定 管 理 者 の 運 営 管 理 の 状 況 を 監 視 し 、 指 導 監 督 を 行 う た め

に 、 指 定 管 理 者 と の 間 に お い て 、 定 期 的 な 協 議 の 場 を 設 け る こ と と

す る 。  

 

（ ３ ） 指 定 管 理 者 の 業 績 の 適 切 な 評 価  

指 定 管 理 者 が 取 り 組 み 意 欲 を 高 め 、 自 主 性 や 創 造 性 を 十 分 に 発 揮

し 、 積 極 的 に 事 業 展 開 を 行 う こ と で 、 よ り 一 層 の サ ー ビ ス の 向 上 と

コ ス ト 縮 減 に つ な げ る こ と が 可 能 と な る 。  

こ れ ら の 指 定 管 理 者 の 経 営 努 力 の 結 果 を 、 モ ニ タ リ ン グ に お い て

適 正 に 評 価 し 、 次 回 の 指 定 管 理 者 の 選 定 過 程 に 適 切 に 反 映 で き る 仕

組 を 構 築 す る こ と は 、 指 定 管 理 者 に と っ て も イ ン セ ン テ ィ ブ に な る

こ と か ら 、 そ の 仕 組 を 検 討 す る 。



 

 ２８ 

    

第第第第 ８８８８     そ のそ のそ のそ の 他 事 項他 事 項他 事 項他 事 項     
 

1111．．．． 推 進 体 制推 進 体 制推 進 体 制推 進 体 制 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

今 後 、個 別 施 設 の 管 理 の あ り 方 に つ い て 、以 下 に よ り 、検 討 を 進 め 、

対 応 す る 。    

①   指 定 管 理 者 制 度 導 入 に お け る 共 通 的 な 事 項 に つ い て の 主 た る

と り ま と め は 、 行 政 改 革 課 が 行 う 。  

②   指 定 管 理 者 制 度 導 入 に お け る 個 別 施 設 の 検 討 に つ い て は 、 施

設 を 所 管 す る 部 局 が 行 う 。  

③   全 庁 的 な 情 報 交 換 及 び 共 通 的 な 事 項 の 検 討 に つ い て は 、「 指

定 管 理 者 庁 内 連 絡 調 整 会 議 」 に お い て 行 う 。  

④   直 営 ま た は 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 並 び に 公 募 に よ ら ず 指 定 管

理 者 を 指 定 す る 必 要 が あ る 場 合 の 可 否 の 最 終 的 な 決 定 に つ い て

は 、 行 財 政 改 革 推 進 本 部 に お い て 行 う 。  

 

２２２２ ．．．． そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 留 意 事 項留 意 事 項留 意 事 項留 意 事 項 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

（ １ ） 指 定 の 取 消 し 等 を し よ う と す る 場 合 の 手 続 に つ い て  

指 定 管 理 者 の 指 定 を 取 り 消 そ う と す る と き は 、 行 政 手 続 法 （ 平 成

５ 年 法 律 第 88号 ） 及 び 八 尾 市 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 ８ 年 条 例 第 28号 ）

（ 以 下 「 行 政 手 続 法 等 」 と い う 。）の 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 指 定

の 取 消 し の 対 象 と な る 指 定 管 理 者 に つ い て 、 聴 聞 の 手 続 を 執 る も の

と す る 。 ま た 、 期 間 を 定 め て 管 理 の 業 務 の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 を 命

じ よ う と す る と き は 、 行 政 手 続 法 等 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 命

令 の 対 象 と な る 指 定 管 理 者 に つ い て 、 弁 明 の 機 会 の 付 与 の 手 続 を 執

る も の と す る 。  

 

（ ２ ） 本 基 本 指 針 （ 改 正 版 ） の 適 用 時 期 に つ い て  

  改 正 後 の 本 基 本 指 針 の 適 用 に つ い て は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 現 在

に お い て 、既 に 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 し て い る 公 の 施 設 に つ い て は 、

基 本 的 に は 、 次 期 指 定 管 理 者 の 選 定 時 か ら 適 用 す る も の と す る が 、

現 指 定 管 理 者 選 定 時 の 募 集 要 項 や 協 定 の 内 容 と 抵 触 し な い 範 囲 で 、

指 定 管 理 者 と の 協 議 に お い て 、 当 該 協 議 後 に 適 用 可 能 な 事 項 が あ る

場 合 は 、 両 者 で 合 意 の 上 、 そ の 後 の 年 度 協 定 に 当 該 適 用 内 容 を 規 定

し 適 用 す る こ と は 可 能 で あ る 。  

 

（ ３ ） そ の 他  

各 施 設 の 所 管 部 局 は 、 指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請 に お い て 、 提 出 さ



 

 ２９ 

れ た 公 の 施 設 の 事 業 計 画 書 や そ の 他 規 則 に 定 め る 書 類 の 内 容 に 変 更

が 生 じ た 場 合 は 、 速 や か に 変 更 内 容 に つ き 報 告 を 受 け 、 届 出 を 行 わ

せ る と と も に 、変 更 内 容 を 審 査 し 、指 定 管 理 者 と し て の 適 正 に つ き 、

再 度 確 認 す る も の と す る 。  

な お 、 指 定 の 取 り 消 し 、 又 は 期 間 を 定 め て 管 理 業 務 の 全 部 又 は 一

部 の 停 止 を 命 じ る 等 の 措 置 が 必 要 と な る よ う な 重 要 な 事 項 に つ き 変

更 が 生 じ た 場 合 は 、 議 会 へ 報 告 す る と と も に 、 引 き 続 き 、 指 定 管 理

者 と し て 継 続 す る 場 合 に お い て は 、 変 更 後 の 内 容 を も っ て 、 公 募 に

よ ら ず 選 定 す る 例 に よ り 、 選 定 委 員 に よ る 選 定 の の ち 、 再 度 議 会 の

議 決 を 経 る も の と す る 。  



 

 ３０ 

第第第第 ９９９９     資 料 編資 料 編資 料 編資 料 編     

１１１１ ．．．． 募 集 要 項募 集 要 項募 集 要 項募 集 要 項 のののの 記 載 事 項記 載 事 項記 載 事 項記 載 事 項 のののの 例例例例 【【【【 参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料 １１１１ 】】】】     

    

 ● 募 集 要 項 へ の 記 載 の 必 須 項 目 （ 条 例 上 ）  【 条 例 第 ２ 条 の 該 当 号 数 】   

 

 

１ ． 指 定 管 理 者 選 定 の 目 的  

   施 設 の 設 置 目 的 、 施 設 運 営 の コ ン セ プ ト な ど を 記 載 す る 。  

 

２ ． 施 設 の 概 要  

 ●  施 設 の 概 要  【 第 １ 号 】  

   施 設 の 名 称 、 所 在 地 、 規 模 及 び 構 造 （ 敷 地 面 積 、 延 床 面 積 等 も 含 む 。）、

施 設 内 容 、開 館 時 間 、休 館 日 な ど を 記 載 す る 。【 ※ 別 途 、図 面 な ど を 添 付 】

  

３ ． 指 定 管 理 者 が 行 う 業 務 の 範 囲  

● (1)管 理 運 営 方 針 （ 管 理 の 基 準 ）     【 第 ７ 号 】  

施 設 の 管 理 運 営 に か か る 基 本 的 な 方 針 を 記 載 す る 。  

● (2)管 理 運 営 業 務 の 内 容 （ 業 務 の 範 囲 ）  【 第 ７ 号 】  

施 設 設 置 条 例 で 指 定 管 理 者 の 業 務 と し て 掲 げ た 業 務 と そ の 詳 細 を 記 載

す る 。  

  ※ な お 、 上 記 に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て 、 別 紙 仕 様 書 に 定 め る 。  

 

４ ． 指 定 期 間  

 ●  指 定 期 間   【 第 ６ 号 】  

  平 成 ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日 か ら 平 成 ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で の ○ 年 間 と す る 。  

    た だ し 、 指 定 期 間 中 で あ っ て も 、 管 理 を 継 続 す る こ と が 適 当 で な い と

認 め ら れ る と き は 、 指 定 管 理 者 の 指 定 を 取 り 消 す こ と が あ る 。  

    

５ ． 利 用 料 金 制 度 （ ※ 必 要 に 応 じ て ）  

 ●  利 用 料 金 に 関 す る 事 項  【 第 ８ 号 】  

 

６ ． 管 理 運 営 に 要 す る 費 用  

(1)指 定 管 理 料  

   指 定 期 間 の 総 額 （ 管 理 運 営 経 費 － 利 用 料 金 ） の 上 限 （ 範 囲 ） の 提 示 、

指 定 管 理 料 の 決 定 方 法 、 支 払 い 方 法 、 な ど  

※ 利 用 料 金 の 実 績 や 、 光 熱 水 費 な ど の 管 理 経 費 の 実 績 も 提 示 す る 。  

  (2)留 意 事 項  

指 定 管 理 料 に は 人 件 費 ・ 税 金 ・ 保 険 料 な ど も す べ て 含 ま れ て い る こ と



 

 ３１ 

や 、損 害 賠 償 保 険 へ の 加 入 及 び 補 償 水 準 、な ど の 留 意 事 項 を 必 要 に 応 じ

て 記 載 す る 。  

 

７ ． 募 集 及 び 選 定 の 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル （ ※ 必 要 に 応 じ て ）  

  募 集 要 項 か ら 協 定 書 締 結 ・ 引 継 ぎ 開 始 ま で の 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル （ 予 定 ）  

 

８ ． 募 集 要 項 等 の 配 付  

(1)配 付 期 間  

(2)配 付 場 所  

    来 庁 に よ る 場 合 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 場 合  

 

９ ． 申 請 者 の 資 格  

● (1)申 請 者 の 資 格 （ 申 請 す る こ と が で き る 団 体 の 資 格 ）【 第 ２ 号 】  

● (2)欠 格 事 由 （ 申 請 す る こ と が で き る 団 体 の 資 格 ）   【 第 ２ 号 】  

(3)共 同 企 業 体 の 場 合 の 留 意 事 項  

    

10． 応 募 の 手 続 き     

● (1)提 出 書 類   【 第 ４ 号 】  

手 続 条 例 施 行 規 則 第 ３ 条 に 掲 げ る 書 類 な ど 、 必 要 書 類 と そ の 内 容 に つ い

て 記 載 す る 。  

・  指 定 管 理 者 指 定 申 請 書  

・  事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書  

・  事 業 提 案 概 要 書 （ ※ 情 報 公 開 の 対 象 と な り 、 公 開 を 前 提 と す る も の ） 

・  宣 誓 書 、 誓 約 書  

・  そ の 他 の 申 請 に 必 要 な 書 類  

(2)提 出 部 数  

(3)提 出 方 法      

  ● ・ 提 出 日 時 （ 申 請 受 付 期 間 ）  【 第 ３ 号 】  

   ・ 提 出 場 所  

   ・ 提 出 方 法  

(4)応 募 に 当 た っ て の 留 意 事 項  

  必 要 に 応 じ て 、 以 下 の よ う な 留 意 事 項 を 記 載 す る 。  

・  申 請 に 係 る 経 費 は 、 す べ て 申 請 者 の 負 担 と す る 。  

・  提 出 さ れ た 申 請 書 類 は 、 返 却 し な い 。  

・  提 出 し た 申 請 書 類 の 内 容 変 更 及 び 追 加 書 類 の 提 出 は 、 認 め な い 。  

・  申 請 資 格 を 充 た し て い な い 場 合 及 び 虚 偽 の 記 載 を し た 場 合 に は 、失 格

と す る 。  

・  応 募 １ 団 体 に つ き 、 提 案 は １ 案 と す る 。 複 数 の 提 案 は で き な い 。  



 

 ３２ 

・  候 補 者 の 選 定 後 は 、申 請 の あ っ た 団 体 の 名 称 等 は 公 表 す る 。ま た 、提

出 さ れ た 申 請 書 類 は 、八 尾 市 公 文 書 公 開 条 例 の 定 め に よ り 公 開 の 対 象

と な る 。  

・  審 査 結 果 は 、 総 評 価 点 数 及 び 総 評 に つ い て 公 表 の 対 象 と な る 。  

・  申 請 書 類 の 提 出 後 に 辞 退 す る 場 合 に は 、辞 退 届（ 任 意 様 式 ）を 提 出 す

る こ と 。  

・  共 同 企 業 体 の 場 合 の 留 意 事 項 （ ※ 共 同 企 業 体 協 定 書 の 提 出 も 求 め る ） 

な ど  

11． 現 地 説 明 会  

(1)開 催 日 時  

(2)集 合 場 所  

(3)内 容  

(4)申 込 方 法 及 び 期 限  

(5)参 加 人 数 の 制 限  

 

12． 応 募 に 関 す る 質 問 の 受 付  

  募 集 要 項 等 に 関 す る 質 疑 ・ 質 問 の 取 り 扱 い 方 法 に つ い て 記 載 す る 。  

(1)受 付 期 間  

(2)質 問 方 法 （ 電 話 で の 質 問 は 受 け 付 け な い ）  

   電 子 メ ー ル 又 は Ｆ Ａ Ｘ  

(3)回 答 方 法      

   電 子 メ ー ル 又 は Ｆ Ａ Ｘ 、 ホ ー ム ペ ー ジ 掲 載 （ 適 宜 ）  

   な お 、 質 問 に 対 す る 回 答 は 、 申 請 者 す べ て に 周 知 で き る よ う な 方 法 で

行 う こ と と す る 。  

 

13． 指 定 管 理 者 候 補 の 選 定  

(1)選 定 方 法  

   選 定 基 準 に 基 づ き 候 補 者 の 選 定 を 行 う こ と 、 選 定 の 結 果 は す べ て の 申

請 者 に 対 し て 書 面 通 知 す る こ と 、 な ど に つ い て 記 載 す る 。  

● (2)選 定 基 準  【 第 ５ 号 】  

   手 続 条 例 第 ４ 条 に 掲 げ る 選 定 基 準 や 、 基 本 指 針 に 示 す 選 定 基 準 の 内 容

の 例 示 な ど を 勘 案 し た 選 定 基 準 に つ い て 記 載 す る 。  

(3)プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン  

提 案 内 容 の 説 明 の た め 、 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を 実 施 す る 場 合 に 、 記 載

す る 。  

・  開 催 日 時  

・  開 催 場 所  

・  時 間 及 び 内 容   な ど  



 

 ３３ 

14． 指 定 管 理 者 の 指 定 及 び 協 定 等  

(1)指 定 管 理 者 の 指 定  

  八 尾 市 議 会 の 議 決 が 必 要 で あ る こ と や 、 議 決 後 に 指 定 管 理 者 と し て 指

定 し 、 そ の 旨 を 告 示 す る こ と な ど を 記 載 す る 。  

(2)協 定 書 の 締 結 （ 基 本 協 定 ・ 年 度 別 協 定 ）  

(3)引 継 ぎ 事 項  

・  指 定 期 間 前 の 引 継 ぎ  

・  指 定 期 間 終 了 時 の 引 継 ぎ  

 

15． 指 定 管 理 者 の 履 行 責 任 に 関 す る 事 項  

(1)指 定 管 理 者 の 責 任  

(2)事 業 継 続 困 難 時 な ど の 報 告 義 務  

(3)市 と 指 定 管 理 者 の 責 任 分 担  

 

16． 業 務 の 継 続 が 困 難 に な っ た 場 合 の 措 置 に 関 す る 事 項  

(1)指 定 管 理 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る 場 合  

(2)指 定 管 理 者 の 責 め に 帰 す こ と の で き な い 事 由 に よ る 場 合  

 

17． そ の 他 留 意 事 項  

(1)関 係 法 規 の 遵 守  

(2)業 務 の 再 委 託 の 禁 止   

(3)情 報 公 開   

(4)環 境 へ の 配 慮  

(5)モ ニ タ リ ン グ の 実 施  

(6)プ ロ パ ー 職 員 の 人 的 活 用  

(7)指 定 の 取 り 消 し 等  

(8)そ の 他  

   目 的 外 使 用 許 可  な ど  

                    

18． 問 合 せ 先  

 



 

 ３４ 

２２２２ ．．．． 選 定 委 員 設 置 要 綱選 定 委 員 設 置 要 綱選 定 委 員 設 置 要 綱選 定 委 員 設 置 要 綱 のののの 記 載 事 項記 載 事 項記 載 事 項記 載 事 項 のののの 例例例例 【【【【 参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料 ２２２２ 】】】】     

 

 

（ 設 置 ）  

第 １ 条  ○ ○ 部 所 管 の 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 候 補 者 選 定 等 に あ た り 、 公

正 か つ 適 正 な 選 定 を 行 う と と も に 、 選 定 等 に お け る 過 程 の 透 明 化 を 図 り 、 住

民 サ ー ビ ス の さ ら な る 向 上 等 を 図 る た め 、 ○ ○ 部 指 定 管 理 者 選 定 委 員 （ 以 下

「 委 員 」 と い う 。） を 置 く 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  委 員 の 所 掌 事 務 は 、 次 の 各 号 の と お り と す る 。  

（ １ ）  募 集 要 項 、 選 定 基 準 等 に 関 す る こ と 。  

（ ２ ）  指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 に 関 す る こ と 。  

（ ３ ）   そ の 他 指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 に 関 し 必 要 と 認 め る 事 項  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  委 員 は ７ 名 以 内 と し 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 又 は 任 命 す

る も の と す る 。  

※ 構 成 （ 案 ）  

（ １ ）  学 識 経 験 者   

（ ２ ）  公 認 会 計 士  

（ ３ ）  市 職 員 （ ○ ○ 部 長 な ど ）  

（ ４ ）  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 者  

２  委 員 は 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 等 の 対 象 と な る 施 設 毎 に 、 置 く こ と が

で き る も の と す る 。  

３  次 に 掲 げ る 者 は 、 委 員 と し て 指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 等 に 関 与 す る こ と

が で き な い 。  

（ １ ）  当 該 施 設 の 指 定 管 理 者 へ の 応 募 を 行 っ た 団 体（ 以 下「 応 募 団 体 」と い

う 。） に 所 属 す る 者  

（ ２ ）  応 募 団 体 と 直 接 の 利 害 関 係 に あ る 者  

４  第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 委 員 は 、 委 員 総 数 の 半 数 以 下 と し 、 施 設 を 所 管 す る

所 属 長 は 当 該 委 員 と は し な い も の と す る 。  

５  委 員 の 謝 礼 に つ い て は 、 別 に 定 め る 額 を 支 給 す る 。  

（ 委 員 の 任 期 ）  

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 委 嘱 又 は 任 命 を 受 け た 日 か ら 当 該 年 度 末 ま で と す る 。  

 （ 委 員 長 及 び 副 委 員 長 ）   

第 ５ 条  委 員 の 会 議（ 以 下「 会 議 」と い う 。）に 、委 員 長 及 び 副 委 員 長 を 置 く 。   

２  委 員 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ っ て 定 め る 。 副 委 員 長 は 委 員 長 が 指 名 す る 者 を

も っ て 充 て る 。 【 ※ と も に 互 選 に よ る 場 合 は「 委 員 長 及 び 副 委 員 長 は 、委 員

の 互 選 に よ っ て 定 め る 。 」 と す る 。 】  



 

 ３５ 

３  委 員 長 は 、 会 議 を 代 表 し 、 会 務 を 統 括 す る 。   

４  副 委 員 長 は 、 委 員 長 を 補 佐 し 、 委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務 を 代

理 す る 。   

（ 会 議 ）  

第 ６ 条  会 議 は 、 委 員 長 が 招 集 す る 。 た だ し 、 委 員 長 が 選 任 さ れ て い な い 場 合

は 、 市 長 が 招 集 す る 。  

２  委 員 長 は 、 会 議 の 議 長 と な る 。  

３  会 議 は 、 委 員 の 半 数 以 上 の 出 席 が な け れ ば 開 く こ と が で き な い 。  

４  議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 委 員 長 の 決 す る と こ

ろ に よ る 。  

（ 守 秘 義 務 ）  

第 ７ 条  委 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た

後 も 同 様 と す る 。  

２  委 員 は 、 個 別 に 公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 に 応 募 し た 団 体 と 指 定 管 理 者 の 候 補

者 に 関 す る 審 議 に つ い て の 接 触 を し て は な ら な い 。  

（ 候 補 者 選 定 の 基 準 ）  

第 ８ 条  委 員 は 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 に 際 し 、 八 尾 市 公 の 施 設 に 係 る 指

定 管 理 者 の 指 定 手 続 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 16 年 八 尾 市 条 例 第 22 号 ） 第 ４

条 各 号 並 び に 第 ５ 条 第 ２ 項 に 定 め る 基 準 に 準 拠 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 庶 務 ）  

第 ９ 条  会 議 の 庶 務 は 、 ○ ○ 部 ○ ○ 課 （ ※ ま た は 「 指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定

等 の 対 象 と な る 施 設 を 所 管 す る 課 （ か い ）」） に お い て 処 理 す る 。  

（ 委 任 ）  

第 10 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 会 議 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 ○

○ 部 長 が 別 に 定 め る （ ※ ま た は 「 委 員 長 が 会 議 に 諮 り 定 め る 。」）。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 



 

 ３６ 

３３３３ ．．．． 共 同 企 業 体 協 定 書共 同 企 業 体 協 定 書共 同 企 業 体 協 定 書共 同 企 業 体 協 定 書 のののの 記 載 事 項記 載 事 項記 載 事 項記 載 事 項 のののの 例例例例 【【【【 参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料 ３３３３ 】】】】  

 

（（（（ 目 的目 的目 的目 的 ））））     

第 １ 条  当 共 同 企 業 体 は 、「 八 尾 市 ○ ○ ○（ 以 下「 当 該 施 設 」と い う 。）」の 管 理

運 営 業 務（ 以 下「 当 該 業 務 」と い う 。）を 共 同 連 帯 し て 営 む こ と を 目 的 と す る 。  

（（（（ 名 称名 称名 称名 称 ））））     

第 ２ 条  当 共 同 企 業 体 は 、  ○ ○ ○ 共 同 企 業 体 （ 以 下 「 企 業 体 」 と い う 。） と 称

す る 。  

（（（（ 事 務 所事 務 所事 務 所事 務 所 のののの 所 在 地所 在 地所 在 地所 在 地 ））））     

第 ３ 条  当 企 業 体 は 、 事 務 所 を ○ ○ 市 ○ ○ 町 ・ ・ ・ に 置 く 。  

（（（（ 成 立成 立成 立成 立 のののの 時 期 及時 期 及時 期 及時 期 及 びびびび 解 散解 散解 散解 散 のののの 時 期時 期時 期時 期 ））））     

第 ４ 条  当 企 業 体 は 、 平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 に 成 立 し 、 当 該 業 務 の 指 定 期 間

の 満 了 後 ３ 箇 月 を 経 過 す る ま で の 間 は 、 解 散 す る こ と が で き な い 。  

２  当 該 施 設 の 指 定 管 理 者 と な る こ と が で き な か っ た と き は 、 当 企 業 体 は 、 前

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 業 務 に 係 る 協 定 が 締 結 さ れ た 日 に 解 散 す る も の

と す る 。  

（（（（ 構 成 団 体構 成 団 体構 成 団 体構 成 団 体 のののの 住 所 及住 所 及住 所 及住 所 及 びびびび 名 称名 称名 称名 称 ））））     

第 ５ 条  当 企 業 体 の 構 成 団 体 は 、 次 の と お り と す る 。  

 

所  在  地 

商 号 又 は 名 称  

代 表 者 

 

所 在 地 

商 号 又 は 名 称  

代 表 者 

 

所 在 地 

商 号 又 は 名 称  

代 表 者 

 

（（（（ 代 表 者代 表 者代 表 者代 表 者 のののの 名 称名 称名 称名 称 ））））     

第 ６ 条  当 企 業 体 は 、 ○ ○ ○ を 代 表 者 と す る 。  

（（（（ 代 表 者代 表 者代 表 者代 表 者 のののの 権 限権 限権 限権 限 ））））     

第 ７ 条  当 企 業 体 の 代 表 者 は 、 当 該 業 務 の 履 行 に 関 し 、 当 企 業 体 を 代 表 し て 、

そ の 権 限 を 行 う こ と を 名 義 上 明 ら か に し た 上 で 、 八 尾 市 と 折 衝 す る 権 限 並 び

に 指 定 管 理 者 制 度 に 係 る 申 請 書 の 提 出 、 指 定 管 理 者 制 度 に 係 る 管 理 運 営 に 関

す る 協 定 の 締 結 、 指 定 管 理 料 の 請 求 、 受 領 及 び 当 企 業 体 に 属 す る 財 産 を 管 理



 

 ３７ 

す る 権 限 を 有 す る も の と す る 。  

（（（（ 運 営 委 員 会運 営 委 員 会運 営 委 員 会運 営 委 員 会 ））））     

第 ８ 条  当 企 業 体 は 、 構 成 団 体 全 員 を も っ て 運 営 委 員 会 を 設 け 、 組 織 及 び 編 成

並 び に 当 該 業 務 の 履 行 の 基 本 に 関 す る 事 項 、 資 金 管 理 方 法 、 下 請 企 業 の 決 定

そ の 他 の 当 企 業 体 の 運 営 に 関 す る 基 本 的 か つ 重 要 な 事 項 に つ い て 協 議 の 上 決

定 し 、 管 理 業 務 の 履 行 に 当 た る も の と す る 。  

（（（（ 構 成 団 体構 成 団 体構 成 団 体構 成 団 体 のののの 責 任責 任責 任責 任 ））））     

第 ９ 条  各 構 成 団 体 は 、 当 該 業 務 の 履 行 及 び 下 請 契 約 そ の 他 の 業 務 の 履 行 に 伴

い 当 企 業 体 が 負 担 す る 債 務 の 履 行 に 関 し 、 共 同 連 帯 し て 責 任 を 負 う も の と す

る 。  

２  当 該 業 務 の 履 行 に 係 る 各 構 成 団 体 の 業 務 分 担 及 び 出 資 の 割 合 に つ い て は 、

別 表 の と お り と す る 。  

３  前 項 に 基 づ く 別 表 は 、 八 尾 市 及 び 構 成 団 体 全 員 の 承 認 が な け れ ば 、 協 定 締

結 後 に 変 更 す る こ と は で き な い 。  

４  金 銭 以 外 の も の に よ る 出 資 に つ い て は 、 時 価 を 参 酌 の う え 、 構 成 団 体 が 協

議 し て 評 価 す る も の と す る 。  

（（（（ 取 引 金 融 機 関取 引 金 融 機 関取 引 金 融 機 関取 引 金 融 機 関 ））））     

第 10 条  当 企 業 体 の 取 引 金 融 機 関 は 、 ○ ○ 銀 行 ○ ○ 支 店 と し 、 共 同 企 業 体 の

名 称 を 冠 し た 代 表 者 名 義 の 別 口 預 金 口 座 に よ っ て 取 引 き す る も の と す る 。  

（（（（ 決 算決 算決 算決 算 ））））     

第 11 条  当 企 業 体 は 、 業 務 の 履 行 の 年 度 又 は 完 了 ご と に 当 該 業 務 に つ い て 決

算 す る も の と す る 。  

（（（（ 権 利 義 務権 利 義 務権 利 義 務権 利 義 務 のののの 譲 渡譲 渡譲 渡譲 渡 のののの 制 限制 限制 限制 限 ））））     

第 12 条  本 協 定 書 に 基 づ く 権 利 義 務 は 、 他 人 に 譲 渡 す る こ と は で き な い 。  

（（（（ 業 務 途 中業 務 途 中業 務 途 中業 務 途 中 に お け るに お け るに お け るに お け る 構 成 団 体構 成 団 体構 成 団 体構 成 団 体 のののの 脱 退脱 退脱 退脱 退 にににに 対対対対 す るす るす るす る 措 置措 置措 置措 置 ））））     

第 13 条  構 成 団 体 は 、 八 尾 市 及 び 構 成 団 体 全 員 の 承 認 が な け れ ば 、 当 企 業 体

が 当 該 施 設 を 管 理 運 営 す る 期 間 が 満 了 す る 日 ま で は 脱 退 す る こ と が で き な い 。 

２  構 成 団 体 の う ち 当 該 業 務 履 行 途 中 に お い て 前 項 の 規 定 に よ り 脱 退 し た 者 が

あ る 場 合 に お い て は 、 八 尾 市 の 承 認 が あ る 場 合 に 限 り 、 残 存 構 成 団 体 が 共 同

連 帯 し て 当 該 業 務 を 履 行 す る 。  

（（（（ 構 成 団 体構 成 団 体構 成 団 体構 成 団 体 のののの 除 名除 名除 名除 名 ））））     

第 14 条  当 企 業 体 は 、 構 成 団 体 の う ち い ず れ か が 、 当 該 業 務 履 行 途 中 に お い

て 重 要 な 義 務 の 不 履 行 そ の 他 の 除 名 し 得 る 正 当 な 理 由 を 生 じ た 場 合 に お い て

は 、 他 の 構 成 団 体 全 員 及 び 八 尾 市 の 承 認 に よ り 当 該 構 成 団 体 を 除 名 す る こ と

が で き る も の と す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 除 名 し た 構 成 団 体 に 対 し て そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 構 成 団 体 が 除 名 さ れ た 場 合 に お い て は 、 前 条 第 ２ 項 を
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準 用 す る も の と す る 。  

（（（（ 業 務 途 中業 務 途 中業 務 途 中業 務 途 中 に お け るに お け るに お け るに お け る 構 成 団 体構 成 団 体構 成 団 体構 成 団 体 のののの 破 産 又破 産 又破 産 又破 産 又 はははは 解 散解 散解 散解 散 にににに 対対対対 す るす るす るす る 処 置処 置処 置処 置 ））））     

第 15 条  構 成 団 体 の う ち い ず れ か が 当 該 業 務 履 行 途 中 に お い て 破 産 又 は 解 散

し た 場 合 に お い て は 、 第 13 条 第 ２ 項 を 準 用 す る も の と す る 。  

（（（（ 代 表 者代 表 者代 表 者代 表 者 のののの 変 更変 更変 更変 更 ））））     

第 16 条  代 表 者 が 脱 退 し 若 し く は 除 名 さ れ た 場 合 又 は 代 表 者 と し て の 責 務 を

果 た せ な く な っ た 場 合 に お い て は 、 従 前 の 代 表 者 に 代 え て 、 他 の 構 成 団 体 全

員 及 び 八 尾 市 の 承 認 に よ り 残 存 構 成 団 体 の う ち い ず れ か を 代 表 者 と す る こ と

が で き る も の と す る 。     

（（（（ 解 散 後解 散 後解 散 後解 散 後 のののの 瑕 疵 担 保 責 任瑕 疵 担 保 責 任瑕 疵 担 保 責 任瑕 疵 担 保 責 任 ））））     

第 17 条  当 企 業 体 が 解 散 し た 後 に お い て も 、 当 該 業 務 に つ き 瑕 疵 が あ っ た と

き は 、 各 構 成 団 体 は 共 同 連 帯 し て そ の 責 に 任 ず る も の と す る 。  

（（（（ 協 定 書協 定 書協 定 書協 定 書 にににに 定定定定 め の な いめ の な いめ の な いめ の な い 事 項事 項事 項事 項 ））））     

第 18 条  こ の 協 定 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 運 営 委 員 会 に お い て 定 め

る も の と す る 。  

 

上 記 の と お り ○ ○ ○ 共 同 企 業 体 協 定 を 締 結 し た の で 、 そ の 証 拠 と し て こ の 協

定 書 ○ 通 を 作 成 し 、 各 通 に 構 成 団 体 が 記 名 押 印 し て 各 自 所 持 す る と と も に 、 １

通 を 八 尾 市 に 提 出 す る も の と す る 。  

 

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日  

共 同 企 業 体 の 名 称  ○ ○ ○ 共 同 企 業 体  

 

所 在 地 

商 号 又 は 名 称  

代 表 者          印  

 

 

所 在 地 

商 号 又 は 名 称  

代 表 者          印  

 

 

所 在 地 

商 号 又 は 名 称  

代 表 者          印  

 

※指 定 管 理 者 の応 募 時

までに 締 結 して 、 提 出

するものとする。  
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別 表  

○ ○ ○ 共 同 企 業 体 の 業 務 分 担 表  

 

構 成 団 体 名 （ 団 体 名 ）  業 務 分 担  出 資 割 合  

 

 

 

（ 代 表 者 ）  

 ○ ○ 法 人 ○ ○ ○  

 

 

 

 

 

 

１ ．  ○ ○ の 管 理 に 関 す る こ と  

２ ．  △ △ の 運 営 に 関 す る こ と  

 

 

 

○ ○ ％  

 

 

 

 ○ ○ ○ 株 式 会 社  

 

 

 

 

 

 

 

１ ．  ○ ○ の 管 理 に 関 す る こ と  

２ ．  △ △ の 運 営 に 関 す る こ と  

 

 

 

○ ○ ％  

 

 

 

 ○ ○ 法 人 ○ ○ ○  

 

 

 

 

 

 

 

１ ．  ○ ○ の 管 理 に 関 す る こ と  

２ ．  △ △ の 運 営 に 関 す る こ と  

 

 

 

○ ○ ％  

 

注 １  上 記 「 業 務 分 担 」 に つ い て は 、 本 協 定 締 結 時 点 で 想 定 す る 業 務 分 担 の

内 容 に つ い て 、 具 体 的 か つ 詳 細 に 記 載 す る 。  

 

注 ２  本 協 定 書 第 ９ 条 第 ３ 項 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 上 記 業 務 分 担 表 は 、 八

尾 市 及 び 構 成 団 体 全 員 の 承 認 が な け れ ば 、 協 定 締 結 後 に 変 更 す る こ と は

で き な い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ４０ 

４４４４ ．．．． 基 本 協 定 書基 本 協 定 書基 本 協 定 書基 本 協 定 書 のののの 記 載 事 項記 載 事 項記 載 事 項記 載 事 項 のののの 例例例例 【【【【 参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料 ４４４４ 】】】】     

    

● 協 定 書 へ の 記 載 の 必 須 項 目（ 条 例 上 ） 【 条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 の 該 当 号 数 】 

◎ 必 要 項 目（ 基 本 指 針 上 ）      【 基 本 指 針 P23 の (8)の 該 当 番 号 】  

○ 任 意 項 目 (共 通 し て 記 載 す る こ と を 合 意 済 み )               

 

１ ． 総 則  

   目 的 、 趣 旨  

 ●  指 定 期 間  【 第 1 号 】  

   共 同 企 業 体 （ ※ 共 同 企 業 体 で あ る 場 合 の み ）  

 

２ ． 指 定 管 理 料 及 び 利 用 料 金  

 ●  指 定 管 理 料 の 支 払 い （ 本 市 が 支 払 う べ き 管 理 費 用 に 関 す る 事 項 ）【 第 ５ 号 】  

 ●  指 定 管 理 料 の 変 更  （ 同 上 ）   ※ 必 要 に 応 じ て  

 ●  指 定 管 理 料 の 減 額  （ 同 上 ）   ※ 必 要 に 応 じ て  

 ●  指 定 管 理 料 の 精 算  （ 同 上 ）   ※ 必 要 に 応 じ て  

 ●  利 用 料 金   【 第 ３ 号 】  

   会 計 年 度  

 ◎  経 理 区 分 （ 会 計 の 独 立 ）【 ⑨ 】  

 

３ ． 業 務 の 範 囲 と 実 施 条 件  

 ◎  基 本 的 な 業 務 の 範 囲    【 ④ 】  

   市 が 行 う 業 務 の 範 囲  

   業 務 実 施 条 件  

   業 務 範 囲 及 び 業 務 実 施 条 件 の 変 更  

 

４ ． 業 務 の 実 施  

 ○  権 利 義 務 の 譲 渡 の 禁 止  

 ◎  再 委 託 の 禁 止 等        【 ⑩ 】  

 ◎  不 当 介 入 行 為 の 報 告    【 ⑪ 】  

 ◎  リ ス ク へ の 対 応        【 ⑥ 】  

 ◎  財 産 の 管 理 （ 備 品 、 改 築 費 用 等 の 費 用 負 担 ）  【 ③ 】  

 ●  個 人 情 報 の 保 護     【 第 ７ 号 】  

 ●  情 報 の 公 開         【 第 ７ 号 】  

 

５ ． 業 務 実 施 に 係 る 甲 の 確 認 事 項  

 ●  事 業 計 画           【 第 ２ 号 】  

 ●  事 業 報 告 （ ◎ 事 業 報 告 書 の 提 出 書 類 の 内 容 を 含 む 。【 ② 】）【 第 ４ 号 】  



 

 ４１ 

 ●  業 務 報 告 （ ◎ 業 務 進 捗 状 況 報 告 等 に 係 る 定 期 的 な 協 議 の 場 の 設 置 を 含

む 。）【 第 ４ 号 】  

 ○  利 用 者 ア ン ケ ー ト の 実 施  

 ●  指 定 の 取 消 し 及 び 管 理 業 務 の 停 止  【 第 ６ 号 】  

 ◎  指 定 管 理 料 の 返 還 並 び に 違 約 金 (指 定 管 理 者 の 都 合 に よ り 指 定 を 取 消 す

場 合 ）【 ⑧ 】  

  

６ ． 損 害 賠 償 及 び 不 可 抗 力 の 対 応  

 ◎  損 害 賠 償 （ 財 産 の 破 損 の 場 合 の 求 償 事 務 等 の 取 扱 い ）【 ⑦ 】  

   第 三 者 に 与 え た 損 害 の 賠 償  

 ○  賠 償 保 険 の 付 保  

 ◎  不 可 抗 力 発 生 時 の 対 応 （ リ ス ク 分 担 の １ 項 目 ）      【 ⑥ 】  

  

７ ． 指 定 期 間 の 満 了  

   原 状 回 復 （ ※ 原 状 回 復 義 務 に つ い て は 、 条 例 に 規 定 あ り ）  

 ◎  業 務 の 引 継 ぎ    【 ⑤ 】  

 

８ ． そ の 他  

   自 主 事 業 の 実 施  

 ○  代 表 者 等 の 交 代 の 報 告  

 ◎  不 服 申 し 立 て の 取 り 扱 い  【 ① 】  

   管 轄 裁 判 所  

   疑 義 等 の 決 定  

 



 

 ４２ 

 

５５５５ ．．．．八尾市公八尾市公八尾市公八尾市公のののの施設施設施設施設にににに係係係係るるるる指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定手続等指定手続等指定手続等指定手続等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例     

平 成 16 年 ９月 27 日 条 例 第 22 号    

最 終 改 正 ：平 成 20 年 ７月 ２日 条 例 第 20 号  

（趣 旨 ） 

第 １条  この条 例 は、地 方 自 治 法 （昭 和 22 年 法 律 第 67 号 。以 下 「法 」という。）第 244

条 の２第 ３項 の規 定 に基 づき、市 が設 置 す る公 の施 設 の管 理 を行 わせる指 定 管 理

者 の指 定 の手 続 等 に関 し必 要 な事 項 を定 めるものとする。 

（募 集 ） 

第 ２条  市 長 は、指 定 管 理 者 に公 の施 設 の管 理 を行 わせようとするときは、次 に掲 げる

事 項 を明 示 して指 定 管 理 者 になろうとする法 人 その他 の団 体 （以 下 「団 体 」という。）

を公 募 するものとする。 

⑴ 管 理 を行 わせようとする公 の施 設 の概 要  

⑵ 申 請 することができる団 体 の資 格  

⑶ 申 請 受 付 期 間  

⑷ 申 請 に必 要 な書 類  

⑸ 選 定 の基 準  

⑹ 指 定 管 理 者 を指 定 して管 理 を行 わせる期 間 （ 以 下 「指 定 期 間 」という。） 

⑺ 管 理 の基 準 及 び業 務 の範 囲  

⑻ 利 用 料 金 に関 する事 項  

⑼ その他 市 長 が必 要 と認 める事 項  

（指 定 管 理 者 の指 定 の申 請 等 ） 

第 ３条  前 条 の規 定 により公 募 された場 合 において、指 定 管 理 者 の指 定 を受 けようとす

る団 体 は、規 則 で定 める申 請 書 に次 に掲 げる書 類 を添 えて、申 請 受 付 期 間 内 に市

長 に申 請 しなければならない。 

⑴ 指 定 管 理 者 の指 定 を受 けようとする公 の施 設 の事 業 計 画 書  

⑵ その他 市 長 が特 に必 要 なものとして規 則 で定 める書 類  

２ 暴 力 団 員 による不 当 な行 為 の防 止 等 に関 する法 律 （平 成 ３年 法 律 第 77 号 ）第 ２条

第 ２号 に規 定 する暴 力 団 である団 体 その他 の指 定 管 理 者 としてふさわしくない団 体 と

して規 則 で 定 める事 由 に該 当 す る団 体 は 、前 項 に規 定 す る申 請 を す ることがで きな

い。 

（選 定 方 法 等 ） 

第 ４条  市 長 は、前 条 第 １項 の規 定 による申 請 があったときは、次 に掲 げる選 定 の基 準

に 照 ら し て 総 合 的 に 審 査 し 、 最 も 適 当 と 認 め る 団 体 を 指 定 管 理 者 の 候 補 者 （ 以 下

「候 補 者 」という。） として選 定 するものとする。 

⑴ 利 用 者 の平 等 な利 用 の確 保 及 びサービスの向 上 が図 られるものであること。 

⑵ 公 の施 設 の効 用 を最 大 限 に発 揮 するものであること。 

⑶ 公 の施 設 の適 切 な維 持 及 び管 理 が図 られるとともに、その管 理 に係 る経 費 の縮



 

 ４３ 

減 が図 られるものであること。 

⑷ 公 の施 設 の管 理 を安 定 して行 う人 員 、資 産 その他 の経 営 の規 模 及 び能 力 を有 し

ており、又 は確 保 できる見 込 みがあること。 

⑸ その他 市 長 が公 の施 設 の性 質 又 は目 的 に応 じて別 に定 める基 準  

２  候 補 者 は 、前 条 第 ２項 に規 定 す る事 由 に該 当 したと きは、その 資 格 を失 うものとす

る。 

（公 募 によらない候 補 者 の選 定 等 ） 

第 ５条  市 長 は、公 の施 設 の性 質 、規 模 、機 能 等 を考 慮 し、設 置 目 的 を効 果 的 かつ効

率 的 に達 成 するため、地 域 等 の活 力 を積 極 的 に活 用 した管 理 を行 うことにより事 業

効 果 が相 当 程 度 期 待 できると思 慮 するときその他 公 募 を行 わないことに合 理 的 な理

由 があるときは、第 ２条 の規 定 による公 募 によらず、市 が出 資 している法 人 又 は公 共

団 体 若 しくは公 共 的 団 体 （次 項 において「出 資 団 体 等 」という。）  を候 補 者 として選

定 することができる。 

２ 市 長 は、前 項 の規 定 により候 補 者 を選 定 するときは、選 定 しようとする出 資 団 体 等

から第 ３条 第 １項 に規 定 する書 類 を提 出 させるとともに、前 条 第 １項 各 号 に掲 げる基

準 に基 づき、公 の施 設 の管 理 を行 うに当 たり適 当 と認 める団 体 を選 定 しなければなら

ない。 

３ 前 ２項 の規 定 により選 定 した候 補 者 は、第 ３条 第 ２項 に規 定 する事 由 に該 当 したと

きは、その資 格 を失 うものとする。 

（市 長 による管 理 ） 

第 ６条  市 長 は、第 ３条 第 １項 の規 定 による申 請 がなかった場 合 、第 ４条 第 １項 の規 定

による審 査 の結 果 候 補 者 に該 当 するものがなかった場 合 、同 条 第 ２項 若 しくは第 ５条

第 ３項 の規 定 により候 補 者 がその資 格 を失 った場 合 、第 11 条 第 １項 の規 定 により指

定 を取 り消 し、若 しくは業 務 の停 止 を命 じた場 合 、同 条 第 ２項 の規 定 により指 定 を取

り消 した場 合 、公 の施 設 の廃 止 、休 館 その他 重 要 な変 更 を予 定 している場 合 又 は指

定 管 理 者 が天 災 その他 の事 由 によりその管 理 業 務 を行 うことが困 難 であると認 めら

れる場 合 において、必 要 があると認 めるときは、他 の条 例 の規 定 にかかわらず、管 理

業 務 の全 部 又 は一 部 を自 ら行 うものとする。 

２ 他 の条 例 の規 定 により指 定 管 理 者 にその管 理 する公 の施 設 の利 用 に係 る料 金 （以

下 「利 用 料 金 」という。） を当 該 指 定 管 理 者 の収 入 として収 受 させるものとする公 の

施 設 の管 理 業 務 の全 部 又 は一 部 を前 項 の規 定 により市 長 が自 ら行 うときは、当 該

条 例 の規 定 にかかわらず、当 該 公 の施 設 の従 前 の利 用 料 金 の額 及 び 他 の公 の施

設 に係 る利 用 料 金 又 は使 用 料 の 額 を勘 案 して市 長 が定 める額 の 使 用 料 を 徴 収 す

る。 

３ 前 項 の規 定 により徴 収 する公 の施 設 の使 用 料 については、当 該 公 の施 設 に係 る利

用 料 金 の例 により、減 額 し、若 しくは免 除 し、又 はその全 部 若 しくは一 部 を還 付 するこ

とができる。 

（指 定 管 理 者 の指 定 ） 
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第 ７条  市 長 は、第 ４条 第 １項 又 は第 ５条 第 １項 及 び第 ２項 の規 定 により選 定 した候 補

者 について、法 第 244 条 の２第 ６項 の規 定 による議 会 の議 決 があったときは、当 該 候

補 者 を指 定 管 理 者 に指 定 するものとする。 

２ 市 長 は、指 定 管 理 者 の指 定 をしたときは、その旨 を告 示 しなければならない。 

（協 定 の締 結 ） 

第 ８条  指 定 管 理 者 は、指 定 期 間 の開 始 前 に、市 長 と公 の施 設 の管 理 に関 する協 定 を

締 結 しなければならない。 

２ 前 項 の協 定 で定 める事 項 は、次 のとおりとする。 

⑴ 指 定 期 間 に関 する事 項  

⑵ 事 業 計 画 に関 する事 項  

⑶ 利 用 料 金 に関 する事 項  

⑷ 事 業 報 告 及 び業 務 報 告 に関 する事 項  

⑸ 市 が支 払 うべき管 理 費 用 に関 する事 項  

⑹ 指 定 の取 消 し及 び管 理 業 務 の停 止 に関 する事 項  

⑺ 管 理 業 務 を行 うに当 たって保 有 す る個 人 情 報 の保 護 及 び 情 報 の公 開 に関 す る

事 項  

⑻ その他 公 の施 設 の管 理 を適 正 に行 わせるために市 長 が必 要 と認 める事 項  

（事 業 報 告 書 の作 成 及 び提 出 ） 

第 ９条  指 定 管 理 者 は、毎 年 度 終 了 後 60 日 以 内 に、その管 理 する公 の施 設 に関 する

次 に掲 げる事 項 を記 載 した事 業 報 告 書 を作 成 し、市 長 に提 出 しなければならない。た

だし、年 度 の途 中 において第 11 条 第 １項 又 は第 ２項 の規 定 により指 定 を取 り消 され

たときは、その取 り消 された日 から起 算 して 30 日 以 内 に当 該 年 度 の当 該 日 までの間

の事 業 報 告 書 を提 出 しなければならない。 

⑴ 管 理 業 務 の実 施 状 況  

⑵ 利 用 状 況 並 びに利 用 拒 否 等 の件 数 及 び理 由  

⑶ 利 用 料 金 の収 入 実 績  

⑷ 管 理 経 費 の収 支 状 況  

⑸ その他 公 の施 設 の管 理 実 態 を把 握 するために市 長 が必 要 と認 める事 項  

（業 務 報 告 の聴 取 等 ） 

第 １０条  市 長 は、公 の施 設 の管 理 の適 正 を期 するため、指 定 管 理 者 に対 し、その管 理

の業 務 及 び 経 理 の状 況 に関 し、定 期 に又 は必 要 に応 じて臨 時 に報 告 を求 め、実 地

に調 査 し、又 は必 要 な指 示 をすることができる。 

（指 定 の取 消 し等 ） 

第 １１条  市 長 は、指 定 管 理 者 が前 条 の指 示 に従 わないときその他 指 定 管 理 者 の責 め

に帰 すべき事 由 により当 該 指 定 管 理 者 による管 理 を継 続 することが適 当 でないと認

めるときは、その指 定 を取 り消 し、又 は期 間 を定 めて管 理 の業 務 の全 部 又 は一 部 の

停 止 を命 ずることができる。 

２ 市 長 は、指 定 管 理 者 が第 ３条 第 ２項 に規 定 する事 由 に該 当 したときは、その指 定 を
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取 り消 すものとする。 

３ 第 １項 の規 定 により指 定 を取 り消 し、若 しくは期 間 を定 めて管 理 の業 務 の全 部 若 しく

は一 部 の停 止 を命 じた場 合 又 は前 項 の規 定 により指 定 を取 り消 した場 合 において指

定 管 理 者 に損 害 が生 じても、市 はその賠 償 の責 めを負 わない。 

４ 第 ７条 第 ２項 の規 定 は、指 定 管 理 者 の指 定 の取 消 し及 び管 理 の業 務 の停 止 につい

て準 用 する。 

（原 状 回 復 義 務 ） 

第 １２条  指 定 管 理 者 は、その指 定 の期 間 が満 了 したとき、前 条 第 １項 の規 定 により指

定 を取 り 消 され、若 しくは期 間 を定 めて管 理 の業 務 の全 部 若 しくは一 部 の停 止 を命

ぜられたとき、又 は前 条 第 ２項 の規 定 により指 定 を取 り消 されたときは、その管 理 しな

くなった公 の施 設 の当 該 施 設 又 は設 備 を速 やかに原 状 に復 さなければならない。ただ

し、市 長 の承 認 を得 たときは、この限 りでない。 

（損 害 賠 償 義 務 ） 

第 １３条  指 定 管 理 者 は、故 意 又 は過 失 によりその管 理 する公 の施 設 の当 該 施 設 又 は

設 備 を損 壊 し、又 は滅 失 したときは、それによって生 じた損 害 を市 に賠 償 しなければな

らない。 

（個 人 情 報 の取 扱 い等 ） 

第 １４条  指 定 管 理 者 又 はその管 理 する公 の施 設 の管 理 の業 務 に従 事 している者 （以

下 「従 事 者 」という。） は、その管 理 する公 の施 設 の管 理 の業 務 を行 うに当 たっては、

八 尾 市 個 人 情 報 保 護 条 例 （平 成 10 年 八 尾 市 条 例 第 15 号 ） の規 定 及 び市 と締 結

する協 定 を遵 守 し、個 人 情 報 の適 正 な管 理 のために必 要 な措 置 を講 ずるとともに、当

該 公 の施 設 の管 理 に関 し知 り得 た秘 密 を他 に漏 らし、自 己 の利 益 のために利 用 し、

又 は不 当 な目 的 に使 用 してはならない。指 定 期 間 が満 了 し、若 しくは指 定 を取 り消 さ

れ、又 は従 事 者 の職 務 を退 いた後 においても、同 様 とする。 

２ 指 定 管 理 者 は、その管 理 する公 の施 設 の管 理 の業 務 により保 有 することとなった情

報 の公 開 について、八 尾 市 公 文 書 公 開 条 例 （平 成 ７年 八 尾 市 条 例 第 ９号 ）の規 定

に基 づき必 要 な措 置 を講 じなければならない。 

（意 見 の聴 取 等 ） 

第 １５条  市 長 は、第 ４条 第 １項 の規 定 により候 補 者 を選 定 しようとするとき、並 びに第 ５ 

条 第 １項 及 び第 ２項 の規 定 により公 募 によらずに候 補 者 を選 定 しようとするときは、複

数 の学 識 経 験 者 その他 市 長 が適 当 と認 める者 の意 見 を聴 かなければならない。ただ

し、公 の施 設 の管 理 上 緊 急 に指 定 管 理 者 を指 定 しなければならないときは、この限 り

でない。 

（教 育 委 員 会 所 管 の公 の施 設 への適 用 ） 

第 １６条  この条 例 を教 育 委 員 会 が所 管 する公 の施 設 に適 用 する場 合 においては、第 ２ 

条 から第 12 条 まで、前 条 及 び次 条 の規 定 中 「市 長 」とあるのは「教 育 委 員 会 」と、第

３ 条 の規 定 中 「規 則 」とあるのは「教 育 委 員 会 規 則 」とする。 

（委 任 ） 
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第 １７条  この条 例 に定 めるもののほか、この条 例 の施 行 に関 し必 要 な事 項 は、市 長 が

定 める。 

附  則  

（施 行 期 日 ） 

１ この条 例 は、平 成 16 年 10 月 １日 から施 行 する。 

（候 補 者 の選 定 の特 例 ） 

２ 市 長 （教 育 委 員 会 が所 管 する公 の施 設 に係 る場 合 にあっては、教 育 委 員 会 ） は、

地 方 自 治 法 の一 部 を改 正 する法 律 （平 成 15 年 法 律 第 81 号 ）附 則 第 ２条 の規 定 に

よりなお従 前 の例 によることとされる公 の施 設 の管 理 に係 る最 初 の指 定 管 理 者 の指

定 （指 定 期 間 が３年 以 内 のものに限 る。） をしようとする場 合 においては、第 ２条 から

第 ５条 までの規 定 にかかわらず、当 該 なお従 前 の例 によることとされる公 の施 設 の管

理 を受 託 している団 体 を候 補 者 として選 定 することができる。この場 合 において、第 ７ 

条 第 １項 中 「第 ４条 又 は第 ５条 」とあるのは、「附 則 第 ２項 」とする。 

（八 尾 市 公 文 書 公 開 条 例 の一 部 改 正 ） 

３ 八 尾 市 公 文 書 公 開 条 例 の一 部 を次 のように改 正 する。 

第 20 条 を第 21 条 とし、第 19 条 を第 20 条 とし、第 18 条 の次 に次 の１条 を加 える。 

（指 定 管 理 者 の情 報 公 開 ） 

第 １９条  地 方 自 治 法 （昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ）第 244 条 の２第 ３項 の規 定 に基 づき

市 の公 の施 設 を管 理 する指 定 管 理 者 は、その管 理 する公 の施 設 の管 理 の業 務 に

より保 有 することとなった情 報 について、この条 例 の規 定 に基 づき、実 施 機 関 が行

う公 文 書 の公 開 に関 する施 策 に留 意 しつつ、市 の施 策 に準 じた措 置 を講 ずる責 務

を有 する。 

（八 尾 市 個 人 情 報 保 護 条 例 の一 部 改 正 ） 

４ 八 尾 市 個 人 情 報 保 護 条 例 の一 部 を次 のように改 正 する。 

目 次 中 「（第 43 条 ）」を「（第 43 条 －第 48 条 ）」に改 める。 

第 ８条 に次 の１項 を加 える。 

３ 実 施 機 関 は、地 方 自 治 法 （昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ）第 244 条 の２第 ３項 の規 定 に

基 づき市 の公 の施 設 を管 理 する指 定 管 理 者 （以 下 「指 定 管 理 者 」という。） が保 有

す る個 人 情 報 の電 子 計 算 機 処 理 の状 況 について、審 議 会 に報 告 しなければならな

い。 

第 11 条 の見 出 し中 「委 託 」の次 に「又 は協 定 」を加 え、同 条 第 ２項 中 「前 項 」を「第 １

項 」に改 め、「受 けた事 務 」の次 に「又 は前 項 の協 定 を締 結 した事 務 」を加 え、同 項 を

同 条 第 ３項 とし、同 条 第 １項 の次 に次 の１項 を加 える。 

２ 実 施 機 関 は、指 定 管 理 者 と公 の施 設 の管 理 に関 する協 定 を締 結 するときは、前 項

に準 じた措 置 を講 じなければならない。 

第 34 条 の次 に次 の１条 を加 える。 

（指 定 管 理 者 等 の責 務 ） 

第 ３４条 の２ 指 定 管 理 者 は、第 33 条 に規 定 するもののほか、この条 例 の規 定 に基 づ
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き実 施 機 関 が行 う個 人 情 報 の保 護 に関 する施 策 に留 意 しつつ、公 の施 設 の管 理 に

おいて取 り扱 う個 人 情 報 の漏 えい、滅 失 、き損 及 び改 ざん等 の防 止 その他 個 人 情 報

の適 正 な管 理 のために必 要 な措 置 を講 ずる責 務 を有 する。 

第 ８章 を次 のように改 める。 

第 ８章  罰 則  

第 ４３条  第 11 条 第 ３項 又 は第 12 条 第 １項 若 しくは第 ２項 に規 定 する者 が、正 当 な理

由 がないのに、個 人 の秘 密 に属 する事 項 が記 録 された公 文 書 であって、個 人 の氏

名 、生 年 月 日 その他 の記 述 又 は個 人 別 に付 された番 号 、記 号 その他 の符 号 により

当 該 個 人 を容 易 に検 索 し得 る状 態 で体 系 的 に個 人 情 報 を記 載 したもの（その全 部

又 は一 部 を複 製 し、又 は加 工 したものを含 む。）  を提 供 したときは、２年 以 下 の懲

役 又 は 100 万 円 以 下 の罰 金 に処 する。 

第 ４４条  前 条 に規 定 する者 が、その業 務 に関 して知 り得 た個 人 情 報 であって、公 文 書

に記 録 されたものを自 己 若 しくは第 三 者 の不 正 な利 益 を図 る目 的 で提 供 し、又 は盗

用 したときは、１年 以 下 の懲 役 又 は 50 万 円 以 下 の罰 金 に処 する。 

第 ４５条  法 人 の代 表 者 又 は法 人 若 しくは人 の代 理 人 、使 用 人 その他 の従 業 者 が、そ

の法 人 又 は人 の業 務 に関 して、前 ２条 の違 反 行 為 をしたときは、行 為 者 を罰 するほ

か、その法 人 又 は人 に対 しても、各 本 条 の罰 金 刑 を科 する。 

第 ４６条  実 施 機 関 の職 員 がその職 権 を濫 用 して、専 らその職 務 の用 以 外 の用 に供 す

る目 的 で個 人 の秘 密 に属 する事 項 が記 録 された文 書 、図 画 又 は電 磁 的 記 録 を収

集 したときは、１年 以 下 の懲 役 又 は 50 万 円 以 下 の罰 金 に処 する。 

第 ４７条  第 31 条 第 ５項 又 は第 32 条 第 ６項 の規 定 に違 反 して秘 密 を漏 らした者 は、１

年 以 下 の懲 役 又 は 50 万 円 以 下 の罰 金 に処 する。 

第 ４８条  偽 りその他 不 正 の手 段 により、第 17 条 第 １項 に規 定 する開 示 の決 定 に基 づ

く個 人 情 報 の開 示 を受 けた者 は、５万 円 以 下 の過 料 に処 する。 

（八 尾 市 個 人 情 報 保 護 条 例 の一 部 改 正 に伴 う経 過 措 置 ） 

４ この条 例 の施 行 前 にした行 為 に対 する八 尾 市 個 人 情 報 保 護 条 例 第 ８章 の罰 則 の

適 用 については、なお従 前 の例 による。 

附  則 （平 成 17 年 12 月 22 日 条 例 第 47 号 ） 

この条 例 は、公 布 の日 から施 行 する。 

附  則 （平 成 20 年 ３月 31 日 条 例 第 ２号 ） 

この条 例 は、公 布 の日 から施 行 する。 

附  則 （平 成 20 年 ７月 ２日 条 例 第 20 号 ） 

この条 例 は、公 布 の日 から施 行 する。 
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６６６６ ．．．． 八尾市公八尾市公八尾市公八尾市公のののの施設施設施設施設にににに係係係係るるるる指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定手続等指定手続等指定手続等指定手続等にににに関関関関するするするする条例施行条例施行条例施行条例施行

規則規則規則規則     

平 成 16 年 12 月 20 日 規 則 第 44 号  

  最 終 改 正 ：平 成 20 年 10 月 31 日 規 則 第 71 号  

（趣 旨 ） 

第 １条  この規 則 は、八 尾 市 公 の施 設 に係 る指 定 管 理 者 の指 定 手 続 等 に関 する条 例

（平 成 16 年 八 尾 市 条 例 第 22 号 。以 下 「条 例 」という。） の施 行 に関 し必 要 な事 項 を

定 めるものとする。 

（募 集 の方 法 ） 

第 ２条  市 長 は、条 例 第 ２条 の規 定 による公 募 を行 うに当 たっては、公 平 を期 すため、市

の広 報 紙 への掲 載 、インターネットの利 用 その他 の適 切 な方 法 により一 般 に周 知 する

ものとする。 

（指 定 申 請 書 等 ） 

第 ３条  条 例 第 ３条 第 １項 に規 定 する規 則 で定 める申 請 書 は、指 定 管 理 者 指 定 申 請

書 （様 式 第 １号 ） とする。 

２ 条 例 第 ３条 第 １項 第 １号 に規 定 する事 業 計 画 書 及 び同 項 第 ２号 に規 定 する規 則 で

定 める書 類 は、次 に掲 げるとおりとする。 

⑴ 指 定 期 間 に属 する各 年 度 における当 該 公 の施 設 の管 理 に係 る事 業 計 画 書 及 び

収 支 予 算 書  

⑵ 法 人 にあっては、登 記 事 項 証 明 書 （法 人 以 外 の団 体 にあっては、その役 員 の役

職 名 、氏 名 及 び住 所 を明 記 した書 類 並 びにその代 表 者 の住 民 票 の写 し又 は登 録

原 票 記 載 事 項 証 明 書 ） 

⑶ 定 款 又 はこれに準 ずるものの謄 本 （法 人 以 外 の団 体 にあっては、これらに相 当 す

る書 類 ） 

⑷ 指 定 の申 請 の日 の属 する事 業 年 度 の前 事 業 年 度 における財 務 諸 表 （財 産 目 録 、

貸 借 対 照 表 及 び損 益 計 算 書 等 をいう。） 。ただし、指 定 の申 請 の日 の属 する事 業

年 度 に設 立 された法 人 その他 の団 体 にあっては、その設 立 時 における財 産 目 録 と

する。 

⑸ 指 定 の申 請 の日 の属 する事 業 年 度 における法 人 その他 の団 体 の事 業 計 画 書 及

び収 支 予 算 書  

⑹ 組 織 及 び運 営 に関 する事 項 を記 載 した書 類  

⑺ 現 に行 っている業 務 の概 要 を記 載 した書 類  

⑻ 法 人 その他 の団 体 及 びその代 表 者 が法 人 税 又 は所 得 税 、消 費 税 及 び地 方 消 費

税 、市 町 村 民 税 並 びに固 定 資 産 税 の滞 納 がないことを証 明 する書 類  

⑼ その他 市 長 が必 要 と認 める書 類  

３  前 ２項 の規 定 にかかわらず、条 例 第 ３条 第 １項 に規 定 す る法 人 その他 の団 体 が複

数 の法 人 その他 の団 体 が共 同 して構 成 するもの(以 下 「共 同 企 業 体 」という。)である



 

 ４９ 

場 合 は、同 項 に規 定 する規 則 で定 める申 請 書 は指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 （様 式 第 ２

号 ） とし、同 項 第 １号 に規 定 する事 業 計 画 書 及 び同 項 第 ２号 に規 定 する規 則 で定 め

る書 類 は前 項 第 １号 に掲 げる書 類 及 び当 該 共 同 企 業 体 を構 成 する法 人 その他 の団

体 ごとの同 項 第 ２号 から第 ９号 までに掲 げる書 類 とする。 

（欠 格 事 由 ） 

第 ３条 の２ 条 例 第 ３条 第 ２項 に規 定 する規 則 で定 める事 由 は、次 に掲 げるとおりとす

る。 

⑴ 暴 力 団 員 による不 当 な行 為 の防 止 等 に関 する法 律 （平 成 ３年 法 律 第 77 号 。以

下 「暴 力 団 対 策 法 」という。） 第 ２条 第 ２号 に規 定 する暴 力 団 （以 下 「暴 力 団 」とい

う。） である法 人 その他 の団 体 であるとき。 

⑵ 暴 力 団 対 策 法 第 ２条 第 ６号 に規 定 する暴 力 団 員 又 は同 号 に規 定 する暴 力 団 員

でなくなった日 から５年 を経 過 しない者 （ 以 下 「暴 力 団 員 等 」という。）がその事 業

活 動 を支 配 する法 人 その他 の団 体 であるとき。 

⑶ 暴 力 団 、暴 力 団 員 等 又 は暴 力 団 若 しくは暴 力 団 員 等 がその事 業 活 動 を支 配 す

る法 人 その他 の団 体 若 しくはその構 成 員 （以 下 「暴 力 団 等 」という。）  の利 益 とな

る活 動 （暴 力 団 等 と取 引 をし、又 は暴 力 団 等 に資 金 等 を供 給 し、若 しくは便 宜 を

供 与 する等 積 極 的 に暴 力 団 等 の維 持 運 営 に協 力 し、又 は関 与 することをいう。以

下 同 じ。） を行 う法 人 その他 の団 体 であるとき。 

⑷  暴 力 団 等 に 暴 力 団 対 策 法 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 暴 力 的 不 法 行 為 等 （ 以 下

「暴 力 的 不 法 行 為 等 」という。） を行 わせた法 人 その他 の団 体 であるとき。 

⑸ 暴 力 団 員 等 をその業 務 に従 事 させ、又 はその業 務 の補 助 者 として使 用 する法 人

その他 の団 体 であるとき。 

⑹ 八 尾 市 職 員 倫 理 条 例 （平 成 10 年 八 尾 市 条 例 第 24 号 。以 下 「職 員 倫 理 条 例 」

という。） 第 ８条 第 １項 の警 告 を受 け、その警 告 の日 から２年 を経 過 しない法 人 そ

の他 の団 体 であるとき。 

⑺ 代 表 者 、役 員 、支 店 長 、営 業 所 長 その他 の相 当 の地 位 にある者 又 はその事 業

活 動 を支 配 している者 （以 下 「代 表 者 等 」という。） のうちに次 のいずれかに該 当 す

る者 がある法 人 その他 の団 体 であるとき（当 該 法 人 その他 の団 体 の代 表 者 等 が他

の法 人 その他 の団 体 の代 表 者 等 を兼 ねる場 合 において、当 該 他 の法 人 その他 の

団 体 の他 の代 表 者 等 のうちに次 のいずれかに該 当 するものがあるときを含 む。） 。 

ア 暴 力 団 員 等 である者  

イ 暴 力 団 等 の利 益 となる活 動 を行 う者  

ウ 暴 力 団 等 と社 会 的 に不 適 切 な交 友 関 係 （相 手 方 が暴 力 団 等 であることを知 り

ながら、会 食 、遊 技 、旅 行 、スポーツ等 を共 にするような交 友 関 係 をいう。） を持

つ者  

エ 暴 力 団 等 に暴 力 的 不 法 行 為 等 を行 わせた者 。 

オ 暴 力 的 不 法 行 為 等 に関 し禁 錮
こ

以 上 の刑 に処 せられ、その執 行 を終 わり、又 は

執 行 を受 けることがなくなった日 から５年 を経 過 しない者  
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カ 暴 力 的 不 法 行 為 等 に関 し逮 捕 され、又 は勾 留 された日 から５年 を経 過 しない者

（オに該 当 しない者 で、その者 から聴 取 した事 項 又 は調 査 により判 明 した事 実 に

基 づきその者 に犯 罪 があると思 料 するに至 ったものであって、その者 が代 表 者 等

である法 人 その他 の団 体 では指 定 管 理 者 による公 の施 設 の適 正 な管 理 を確 保

する上 で重 大 な支 障 を生 ずると認 めるものに限 る。） 

キ  職 員 倫 理 条 例 第 ８条 第 １項 の警 告 を受 け、その警 告 の日 から２年 を経 過 しな

い者  

⑻ 代 表 者 等 が成 年 被 後 見 人 、被 保 佐 人 若 しくは民 法 の一 部 を改 正 する法 律 （平 成

11 年 法 律 第 149 号 ）附 則 第 ３条 第 ３項 の規 定 により従 前 の例 によることとされる準

禁 治 産 者 又 は破 産 者 で復 権 を得 ないものである法 人 その他 の団 体 であるとき。 

⑼ その法 人 その他 の団 体 又 はその代 表 者 等 が法 人 税 若 しくは所 得 税 、消 費 税 及

び地 方 消 費 税 、市 町 村 民 税 又 は固 定 資 産 税 を滞 納 している法 人 その他 の団 体 で

あるとき。 

⑽ 市 長 、副 市 長 、市 議 会 の議 員 、教 育 委 員 会 、選 挙 管 理 委 員 会 若 しくは公 平 委

員 会 の委 員 、監 査 委 員 若 しくは農 業 委 員 会 若 しくは固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 の

委 員 又 はこれらの者 の親 族 （配 偶 者 、父 母 及 び子 に限 る。） が代 表 者 等 である法

人 その他 の団 体 であるとき。ただし、市 長 、副 市 長 、教 育 委 員 会 、選 挙 管 理 委 員

会 及 び 公 平 委 員 会 の 委 員 、 監 査 委 員 並 び に農 業 委 員 会 及 び 固 定 資 産 評 価 審

査 委 員 会 の委 員 が代 表 者 等 である市 が資 本 金 その他 これに準 ずるものを出 資 し

ている法 人 にあっては、この限 りでない。 

⑾ 条 例 第 11 条 第 １項 又 は第 ２項 の規 定 により指 定 を取 り消 され、その取 消 しの日

から５年 を経 過 しない法 人 その他 の団 体 であるとき。 

（指 定 等 の告 示 ） 

第 ４条  条 例 第 ７条 第 ２項 （条 例 第 11 条 第 ４項 において準 用 する場 合 を含 む。）の規 定

による告 示 は、次 の各 号 の区 分 に従 い、当 該 各 号 に掲 げる事 項 について行 うものと

する。 

⑴ 指 定 をした場 合  

ア 管 理 を行 わせる公 の施 設 の名 称 及 び所 在 地  

イ 指 定 管 理 者 の名 称 及 び所 在 地  

ウ 指 定 の期 間  

⑵ 指 定 を取 り消 した場 合  

ア 管 理 を行 わせていた公 の施 設 の名 称 及 び所 在 地  

イ 指 定 を取 り消 した法 人 その他 の団 体 の名 称 及 び所 在 地  

ウ 指 定 を取 り消 した日  

⑶ 管 理 の業 務 の停 止 を命 じた場 合  

ア 管 理 を行 わせている公 の施 設 の名 称 及 び所 在 地  

イ 指 定 管 理 者 の名 称 及 び所 在 地  

ウ 管 理 の業 務 の停 止 を命 じた期 間  
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エ 停 止 を命 じた管 理 の業 務 の内 容  

（委 任 ） 

第 ５条  この規 則 に定 めるもののほか必 要 な事 項 は、市 長 が別 に定 める。 

附  則  

この規 則 は、公 布 の日 から施 行 する。 

附  則 （平 成 17 年 11 月 ９日 規 則 第 48 号 ） 

この規 則 は、公 布 の日 から施 行 する。 

附  則 （平 成 20 年 ３月 26 日 規 則 第 13 号 ） 

この規 則 は、公 布 の日 から施 行 する。 

附  則 （平 成 20 年 ７月 ２日 規 則 第 61 号 ） 

この規 則 は、公 布 の日 から施 行 する。 

附  則 （平 成 20 年 10 月 31 日 規 則 第 71 号 ） 

この規 則 は、平 成 20 年 12 月 １日 から施 行 する。 
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様 式 第 １号 （第 ３条 関 係 ）  

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書  

年   月   日  

 八 尾 市 長  様  

所 在 地  

名 称  

法 人 ・団 体

 

 代 表 者 の氏 名             印   

 

 公 の施 設 に係 る指 定 管 理 者 の指 定 を受 けたいので、下 記 のとおり申 請 します。 

記  

１ 公 の施 設 の名 称 及 び所 在 地  
 

名 称   

所 在 地   

 

２ 添 付 書 類  

 □・ 指定期間に属する各年度における当該公の施設の管理に係る事業計画書及び収支予

算書 

 □・ 法人にあっては、登 記 事 項 証 明 書 （法人以外の団体にあっては、その役員の役職名、

氏名及び住所を明記した書類並びにその代表者の住民票の写し又は登録原票記載事

項証明書） 

 □・ 定款又はこれに準ずるものの謄本（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書

類） 

 □・ 指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における財務諸表（財産目録、貸借

対照表及び損益計算書等をいう。）。ただし、指定の申請の日の属する事業年度に設立

された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録とする。 

 □・ 指定の申請の日の属する事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支

予算書 

 □・ 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

 □・ 現に行っている業務の概要を記載した書類 

 □・ 法人その他の団体及びその代表者が法人税又は所得税、消費税及び地方消費税、市

町村民税並びに固定資産税の滞納がないことを証明する書類 

 □・ その他（             ） 
 

※ 添付する書類にレ点を記入すること。 

 

３ 担 当 者 連 絡 先  
 

担 当 者 の 氏 名   

連 絡 先   
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様 式 第 ２号 （第 ３条 関 係 ）  

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書  

年   月   日  

 八 尾 市 長  様  

共 同 企 業 体 の名 称  

所 在 地  

名 称  

代 表 となる  

法 人 ・団 体  

 代 表 者 の氏 名               印   

 

 公 の施 設 に係 る指 定 管 理 者 の指 定 を受 けたいので、下 記 のとおり申 請 します。 

記  

１ 公 の施 設 の名 称 及 び所 在 地  
 

名 称   

所 在 地   

 

２ 添 付 書 類  

 □・ 指定期間に属する各年度における当該公の施設の管理に係る事業計画書及び収支予

算書 

 □・ 法人にあっては、登 記 事 項 証 明 書 （法人以外の団体にあっては、その役員の役職名、

氏名及び住所を明記した書類並びにその代表者の住民票の写し又は登録原票記載事

項証明書） 

 □・ 定款又はこれに準ずるものの謄本（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書

類） 

 □・ 指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における財務諸表（財産目録、貸借

対照表及び損益計算書等をいう。）。ただし、指定の申請の日の属する事業年度に設立

された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録とする。 

 □・ 指定の申請の日の属する事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支

予算書 

 □・ 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

 □・ 現に行っている業務の概要を記載した書類 

 □・ 法人その他の団体及びその代表者が法人税又は所得税、消費税及び地方消費税、市

町村民税並びに固定資産税の滞納がないことを証明する書類 

 □・ その他（             ） 
 

 ※ 添付する書類にレ点を記入すること。 
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３ 担 当 者 連 絡 先  
 

担 当 者 の 氏 名   

連 絡 先   

  

４ 共 同 企 業 体 構 成 団 体 表  

所 在 地  

名  称   

代 表 者 の氏 名                         印   

担 当 者 の氏 名  

構 成 団 体  

連 絡 先  

所 在 地  

名  称  

代 表 者 の氏 名                         印   

担 当 者 の氏 名  

構 成 団 体  

連 絡 先  

所 在 地  

名  称  

代 表 者 の氏 名                         印   

担 当 者 の氏 名  

構 成 団 体  

連 絡 先  
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